
 

協定項目の協議状況 

① 基本的な協定項目 

 協定項目 協議内容 協議提案 協議結果
１ 合合併の方式 合併の方式については、「新設合併」とする。 第１回会議 承認 

２ 合合併の期日 （案）未定 第３回会議  

３ 新新市の名称 （案）公募による 
   名称案未定 

第１回会議 
第４回会議 

手法確認
 

４ 新新市の事務所の
位置 

（案）未定 
第３回会議  

 
② 合併特例法に規定されている協定項目 
 
 協定項目 協議内容 協議提案 協議結果
５ 議議員定数及び任
期の取扱い 

（案）未定 
第４回会議  

６ 農農業委員会委員
の定数及び任期
の取扱い 

（案）未定 
第４回会議  

７ 地方税の取扱い （案）１市１町で差異のある都市計画税の税率につ
いては、０．２５％とする。 

第２回会議 提案予定

８ 一般職の職員の
身分の取扱い 
 

（案）１市１町の職員である者は、すべて新市の職
員として引き継ぐものとする。 
①職員数は新市において定員適正化計画を策定し、
適正化に努める。②職名等は合併時までに調整し、
統一を図る。③職員の給与等は合併時に統一を図る
。 

第２回会議 提案予定

９ 地地域審議会の設
置 

（案）未定 
第３回会議  

１０ 

 
新市建設計画の
作成 

（案）原案作成中 
  

 
③ その他必要な協定項目 
 
 協定項目 協議内容 協議提案 協議結果

１１ 財産及び公の施
設の取扱い 

（案）上福岡市及び大井町の所有する財産（土地、
建物、債権及び債務）及び公の施設は、すべて新市
に引き継ぐものとする。 

第２回会議 提案予定 

１２ 特別職の職員の
身分の取扱い 

（案）①新市の市長については、合併から５０日以
内に選挙を行い、その間は職務執行者を置く。②常
勤特別職、非常勤特別職は全員失職し、新市の長が
新たに選任する。③法令等に定めのない、給与や報
酬、定数等については、１市１町の長が別に協議し
て定める。 

第２回会議 提案予定 

１３ 条例・規則の取
扱い 

（案）条例、規則等については、各調整項目の調整
方針に基づき統一し、新市における事務事業に支障
を来さないよう、整備する。 

第２回会議 提案予定 
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 協定項目 協議内容 協議提案 協議結果
１４ 組織及び機構の

取扱い 
（案）未定 

第３回会議  

１５

  

一部事務組合等
の取扱い 

（案）①現在加入している一部事務組合は、合併の
日の前日をもって脱退し、新市において合併の日に
加入する。②広域連合や法定の協議会は、合併の日
の前日をもって脱退し、新市において合併の日に加
入する。③１市１町の土地開発公社は合併時に再編
する。④施設管理公社は新市に引き継ぐ。 

第２回会議 提案予定 

使用料、手数料
の取扱い 
 

（案）①証明等に係る事務手数料は、現行のとおり
とする。②各種施設の使用料は、当面現行のとおり
とし、新市において調整する。③道路占用料は上福
岡市の例による。 

第２回会議 提案予定 

１６ 

 

 

 

 上下水道事業の
取扱い 

（案）未定 
第３回会議  

１７

  

公共的団体等の
取扱い 

（案）①１市１町に共通する団体は、合併時に統合
するよう努める。ただし、統合できない団体は統合
するよう調整に努める。②統合に時間を要する団体
は、当面現行のとおりとし、１０年を目処に統合す
るよう調整に努める。③独自の団体は現行のとおり
とする。 

第２回会議 提案予定 

１８

  

補助金、交付金
等の取扱い 

（案）①同一又は同種の補助金は、できるだけ早い
機会に統一の方向で検討する。②独自の補助金は、
新市に移行後均衡を保つよう調整する。③整理統合
できる補助金等は、新市に移行後、統合するよう調
整する。 

第２回会議 提案予定 

１９

  

行政連絡機構の
取扱い 

（案）行政連絡機構については、当面現行のとおり
とし、合併後に、町会・自治会等住民組織と協議す
るものとする。 

第２回会議 提案予定 

２０ 町・字名の取扱
い 

（案）町字名は現行のとおりとする。ただし、同一
又は類似町字名は、１市１町の長が協議して定める
。名称から「大字」を除く。 

第２回会議 提案予定 

２１ 慣行の取扱い （案）市町章、憲章、花木鳥などの慣行は、新市に
おいて検討する。 
ただし、従来の実績等を勘案し、新市に引き継ぐ

べきものは、新市において継続する。 

第２回会議 提案予定 

２２ 国民健康保険事
業の取扱い 

（案）未定 
第３回会議  

２３ 介護保険事業の
取扱い 

（案）未定 
第３回会議  

２４ 清掃事業の取扱
い 

（案）①分別収集方法や収集回数は、当面現行のと
おりとし、新市において調整する。②ごみ処理・処
分手数料は、上福岡市の例により調整する。③申請
手数料は、大井町の例による。 

第２回会議 提案予定 

教育制度の取扱い   

①学校教育事業 （案）未定 第３回会議  

２５ 

 

 ②社会教育事業 （案）未定 第３回会議  

 20



 

 21

 協定項目 協議内容 協議提案 協議結果

２６ その他各種事務事業の取扱い   

① 電算システム事
業の取扱い 

（案）住民生活に支障を来さぬよう合併時に統合を
図る。ただし、合併時に必ずしも統合を要しない単
独処理システムは、新市において調整する。 

第２回会議 提案予定

② 広報広聴関係事
業の取扱い 

（案）①広報紙の発行は、現行と同様に月１回とす
る。②その他の広報事業は合併時に統合し、情報の
提供に努める。③提案制度等の広聴事業は、合併後
速やかに充実を図る。④相談業務は、現行の業務を
実施できるよう調整する。 

第２回会議 提案予定

③ 保健事業関係 （案）未定 第３回会議  

２７ 各種福祉制度関係   
① 障害者福祉事業 （案）未定 第３回会議  
② 高齢者福祉事業 （案）未定 第３回会議  
③ 児童福祉事業 （案）未定 第３回会議  
④ 保育事業 （案）未定 第３回会議  
⑤ 生活保護事業 （案）未定 第３回会議  



協議事項② 

協定項目 ７ 

 

地方税の取扱い（案） 

 

 

 

協 議 の 経 緯 

提 案 合併協議会第２回会議 平成１６年１２月 １日 

協 議 合併協議会第２回会議 平成１６年１２月 １日 

確 認 合併協議会第 回会議 平成１６年  月  日 

 

 

上福岡市・大井町法定合併協議会 
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協定項目   ７ 地方税の取扱い

調整方針 
（案） 

上福岡市及び大井町で差異のある税
率等については、都市計画税率だけで
あるので、次のとおり取り扱うものと
する。 
①都市計画税の税率は、０．２５％と
する。 
 
 なお、他の税目については、相違が
ないため現行のとおりとする。 

課 題 
問題点 

①相違がある税目 
都市計画税率 

②固定資産税と都市計画税における市街化区域内の農
地の取扱い 
上福岡市は、市街化区域農地の固定資産税及び都市計

画税の課税は「宅地並み課税」となっているが、大井町
はこの制度の適用がない。しかし、大井町が市制を施行
した場合や合併した場合、大井町の市街化区域農地は宅
地並み課税となるとともに、生産緑地法が適用され、生
産緑地地区内の農地については、農地課税が適用され
る。 

現  況 上福岡市  大井町 調整方針  

個人市町民税   
１税 率   
均等割  ３，０００円 ３，０００円
所得割 
２００万円以下   ３％
２００万円を超える  ８％ 

 
 
 
 

７００万円を超える １０％ 
２納 期 ６．８．１０．１月 
３収納額  
（平成１５年度決算額）    2 ,4 1 7 ,5 3 6 千円        2 ,3 4 5 ,4 9 9 千円 

 
 個人市民税 

均等割  ３，０００円

所得割  

２００万円以下 ３％ 

２００万円～  ８％

７００万円～  １０％
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協定項目   ７ 地方税の取扱い

現  況 上福岡市  大 井 町 調整方針
 均等割 法人市町民税 

１税 率 均 等 割 
法人等の区分 

資本金等の金額 従業者数の合計 
年税額 

５０億円を超える ５０人を超える    ３００万円 
１０億円を超え５０億円以下 ５０人を超える    １７５万円 
１０億円を超える ５０人以下      ４１万円 
１億円を超え１０億円以下 ５０人を超える      ４０万円 
１億円を超え１０億円以下 ５０人以下      １６万円 
１，０００万円を超え１億円以下 ５０人を超える      １５万円 
１，０００万円を超え１億円以下 ５０人以下      １３万円 
１，０００万円以下 ５０人を超える      １２万円 

 

その他の法人等         ５万円 

  左表のとおり

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

均等割 

  
法人税割  
  税 率 制限税率    １４．７％ 

 

  課税の特例 資本金等が１億円以下で法人税額が４００万円以下の法人等は１２．３％ 
２納 期 各決算月後２か月以内 
３収納額 
（平成１５年度決算額）

      6 7 5 ,0 9 7 千円         3 9 3 ,3 8 3 千円 

法人税割 
 制限税率：１４．７％ 
 資本金等が１億円以下で法
人税額が４００万円以下の法
人等は   １２．３％ 

固定資産税  
１税 率 １．４％ 
２納 期 ５．７．１２．２月 
３収納額 
（平成１５年度決算額）

     2 ,9 6 4 ,8 5 5 千円          2 ,7 7 5 ,3 7 2 千円 

固定資産税 
 税率：１．４％ 
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協定項目   ７ 地方税の取扱い

現  況 上福岡市 大 井 町 調整方針  

軽自動車税 
１税率・台数 
 
 

 
 
 
 

軽自動車税 
 

台数（平成１６年４月１日現在）   左表のとおり 
車   種 

年税額（円）
標準税率 上福岡市 大 井 町 

５０cc 以下 １，０００ ２，６６４ ２，５５６
９０cc 以下 １，２００   ２２７ １５５

原動機付自転
車 

１２５cc 以下 １，６００ ２４９ ２１４
ミニカー  ２，５００ ６ ２

農耕  １，６００ ２０１ １７９小型特殊自動
車 その他 ４，７００   １４ ３７

二輪 ２，４００ ６１７   ５６０
三輪 ３，１００   ０

自家用  ７，２００ ２，６１１ ２，７３９四輪 
乗用車 営業  ５，５００ ０

自家用  ４，０００ １，２６３ １，４３８

軽 自
動車 

四輪 
貨物 営業  ３，０００ ７６ ８５

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二輪小型自動車  

  

４，０００ ５８３ ５０４

 

 

２納 期 ５月 ５月 

３収納額 
（平成１５年度決算額） 

      2 9 ,2 1 6 千円        3 0 ,3 6 6 千円 
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協定項目   ７ 地方税の取扱い

現  況 上福岡市  大 井 町 調整内容

市町たばこ税   
１税 率 1 ,0 0 0 本につき

２，７４３円
1 ,0 0 0 本につき
２，７４３円

２納 期 毎月末日  毎月末日
３収納額 
（平成１５年度決算額）

      3 1 5 ,8 1 1 千円        2 4 2 ,3 1 0 千円 

たばこ税 
 １０００本につき 
  ２，７４３円 

特別土地保有税   
１税 率   

保有している土地 １．４％ １．４％ 
土地の取得   ３％ ３％

２納 期 ５月（保有分）２．８月（取得分） ５月（保有分）２．８月（取得分）
３収納額 
（平成１５年度決算額）

          0 円            0 円 

特別土地保有税 
 保有分 １．４％ 
 取得分 ３．０％ 

都市計画税   
１税 率 ０．２５％ ０．３％
２納 期 ５．７．１２．２．月 
３収納額 
（平成１５年度決算額）

     5 4 5 ,1 3 7 千円        5 6 0 ,5 4 2 千円 

都市計画税 
 税率 ０．２５％ 
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参考資料 
 

調整方針に基づく地方税の試算状況（平成１５年度決算） 
 

都市計画税 

 上福岡市 大井町 合計 

現行税率 ０．２５％ ０．３％  

現行調定額 5 9 7 ,0 7 5 千円 6 0 1 ,1 2 9 千円 1 ,1 9 8 ,2 0 4 千円 

収納税額 5 4 5 ,1 3 7 千円 5 6 0 ,5 4 2 千円 1 ,1 0 5 ,6 7 9 千円 

 

 

税率を０．２５％とした場合の調定額 

 上福岡市 大井町 合計 

予想調定額 5 9 7 ,0 7 5 千円 5 0 0 ,9 4 0 千円 1 ,0 9 8 ,0 1 5 千円

増減額 ―千円 △1 0 0 ,1 8 9 千円 △1 0 0 ,1 8 9 千円

増減割合 ―％ △1 6 .7 ％ △8 .4 ％

27



協議事項③ 
 

協定項目 ８ 

 

 

一般職の職員の身分の取扱い（案） 
 
 
 
 
 

協 議 の 経 緯 

提 案 合併協議会第２回会議 平成１６年１２月 １日 

協 議 合併協議会第２回会議 平成１６年１２月 １日 

確 認 合併協議会第 回会議 平成１６年  月  日 

 
 
 
 

上福岡市・大井町法定合併協議会 
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協定項目 ８ 一般職の職員の身分の取扱い 

調整方針 
（案） 

 上福岡市及び大井町の職員であるものは、すべて新市
の職員として引き継ぐものとする。 
１ 職員数については、新市において定員適正化計画を
策定し、適正化に努めるものとする。 

２ 職名等については、人事管理等及び職員の処遇の適
正化の観点から、合併時までに調整し、統一を図る。

３ 職員の給与等については、職員の処遇及び給与の適
正化の観点から統一を図る。なお、現職員については、
現給を保障する。 

課 題 
問題点 

 一般職の職員は、新設合併の場
合、合併の前日に失職するものであ
るが、合併特例法の規定により、引
き続き新市の職員としての身分が
保障されている。さらに、同法によ
り、任務や給与、その他の身分の取
扱いについても、公正に処理するよ
う定められている。 

現  況 上福岡市  大井町 調整方針  

区  分 定数    実数 定数 実数

市町長部局 ３６８ ３５５ ２６７ ２５７

議会事務局 ８ ６ ５ ４

教育委員会事務局 １２１ ８８ ８２ ７６

選挙管理委員会事務局 ４ ０ ４ ０

監査委員事務局 ３ ３ ４ ０

公平委員会事務局 ２ ０ ４ ０
農業委員会事務局 ４ ０ ５ ０

水道企業の事務部局 ２８ １７ １５ １３

職
員
数 

合計 ５３８ ４６９ ３８６ ３５０

職員数は、新市で職員適
正化計画を策定し、適正化
に努める。 

職員１人当たりの住民数   １１５人 １３５人
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協定項目  ８ 一般職の職員の身分の取扱い

現  況 上福岡市  大井町 調整方針  

法定職の配置 

 
保育士          ６３人 
 （公立保育所 ５か所） 
栄養士           ３人 
保健師          １１人 
１級建築士         ３人 
２級建築士         ２人 
図書館司書        １０人 
ケアマネージャ       ４人 
 

 
保育士          ４５人 
 （公立保育所 ４か所） 
栄養士           ２人 
保健師           ８人 
１級建築士         １人 
２級建築士         ５人 
図書館司書         １人 
精神保健福祉士       １人 
介護福祉士         １人 

 

部長級          １３人 部長級           ５人 

次長級          １３人 次長級        

課長級          ２８人 課長級          １８人 

補佐級          ２７人 補佐級          １８人 

係長級          ７７人 係長級          ５３人 

副主査          ５２人  

主任・主事・技師等   ２１３人 主任・主事・技師等   ２１７人 

階層及び人数 

技能労務職員       ４６人 技能労務職員       ３９人 

職名等については、人
事管理等及び職員の処遇
の適正化の観点から、合
併時までに調整し、統一
を図る。 
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協定項目  ８ 一般職の職員の身分の取扱い

現  況 上福岡市  大井町 調整方針  

一般行政職 ８級制  ７級制給
料
表 技能労務職 ４０号級まで  ４４号級まで

大学卒 
１級 ８号級 
1 8 0 ,9 0 0 円 

１級１１号級 
1 8 5 ,4 0 0 円 

短大卒 
１級 ６号級 
1 6 2 ,1 0 0 円 

１級 ９号級 
1 6 9 ,6 0 0 円 

高校卒 
１級 ４号級 
1 4 8 ,4 0 0 円 

１級 ７号級 
1 5 5 ,3 0 0 円 

行
政
職
初
任
給 

中学卒 
１級 １号級 
1 3 4 ,4 0 0 円 

１級 ３号級 
1 3 5 ,0 0 0 円 

職員の給与等について
は、職員の処遇及び給与
の適正化の観点から統一
を図る。なお、現職員に
ついては、現給を保障す
る。 
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32

参考資料  ８ 一般職の職員の身分の取扱い

一般行政職及び技能労務職の年齢別配置状況（Ｈ１６．４．１）

年齢 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 小計
一般行政職 0 0 0 1 6 12 18 13 20 9 19 11 13 24 11 157
技能労務職 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 1 4 4 5 21

計 0 0 0 1 6 13 19 13 21 11 21 12 17 28 16 178
年齢 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 小計

一般行政職 7 24 17 21 15 9 17 14 23 14 16 18 30 28 35 288
技能労務職 3 5 7 3 3 7 5 1 3 3 2 0 1 1 3 47

計 10 29 24 24 18 16 22 15 26 17 18 18 31 29 38 335
年齢 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 小計 合計

一般行政職 29 43 21 28 24 28 23 21 23 28 12 9 0 289 734
技能労務職 1 1 2 2 0 3 1 2 2 0 0 3 0 17 85

計 30 44 23 30 24 31 24 23 25 28 12 12 0 306 819

１８～３０歳 １３４人

３１～４０歳 ２０２人

４１～５０歳 ２７４人

５１～６０歳 ２０９人

計 ８１９人

一般行政職  ４１．３７９歳

平均年齢   全   体  ４１．１４８歳

       技能労務職  ３９．１５３歳



協議事項④ 

協定項目 １１ 

 

財産及び公の施設の取扱い（案） 

 

 

 

協 議 の 経 緯 

提 案 合併協議会第２回会議 平成１６年１２月 １日 

協 議 合併協議会第２回会議 平成１６年１２月 １日 

確 認 合併協議会第 回会議 平成１６年  月  日 

 

 

上福岡市・大井町法定合併協議会 

33



協定項目 １ １  財 産 及 び 公 の 施 設 の 取 扱 い 

調整方針 
（案） 

上福岡市及び大井町の所
有する財産及び公の施設
は、すべて新市に引き継ぐ
ものとする。 

課 題 
問題点 

 関係市町が持っていた財産は、すべて新市に引
き継ぐことが原則的な考えであり、公の施設につ
いても、引き続き新市の公の施設として設置して
いくことを基本的な考え方とする。 

 現  況 上福岡市   大井町
 財  産 施設数 土地（㎡） 建物（㎡） 施設数 土地（㎡） 建物（㎡）  

公 有 2 8 3 ,9 6 4 1 0 3 ,9 8 7 3 1 1 ,0 6 6 7 9 ,1 7 8  
借 用 

9 2
9 6 ,4 3 1 0

1 0 3
0 0  

 公有 2 3 ,9 1 9 1 3 ,6 0 6 2 6 ,5 2 1 6 ,4 1 1  公用 
施設  借用 

6
4 4 3 0

1 7
0 0  

 公有 2 6 0 ,0 4 5 9 0 ,3 8 1 2 8 4 ,5 4 5 7 2 ,7 6 7  

行
政
財
産 公 共 用

施設  借用 
8 6

9 5 ,9 8 8 0
8 6

0 0  
未利用  8 5 4 4 ,3 0 3 6 ,7 4 6 2 2 ,5 3 8 1 ,3 6 1

 

普通 
財産 貸 付 2 3 2 ,9 3 3 3 9 3 2 3 2 6 ,0 9 4 1 ,5 0 2

公有 借用 計 公有 借用 計
乗用車    2 3  2 4   
貨 物  2     3 7 3 7
電気自動車     1 1
自家用乗合バス     2 5
特殊用法  3   8   

 

庁
用
自
動
車 

その他     

公有 
  6  
 

借用 
   6 2  

  

公有 
7 5  

 

〈行政財産〉 
・公用施設：市町村庁舎、出張所、消防施設、ごみ処理施設（共通） 
（他：保健センター、遊水池、貯水槽用地、防災用地、一般廃棄物処理場、資材置き場、文化財貯蔵室、公園管理棟、浄水場、土木下水
道施設 等） 
・公共用施設：小学校、中学校、保育所（園）（共通） 
（他：養護学校、都市産業センター、児童館、老人福祉施設、ゲートボール場、地域支援センター、デイサービス、在宅介護支援センタ
ー、公園、下水道管理用地、学校給食センター、文化財施設、資料館、公民館、記念館、図書館、体育館、児童センター、集会所 等） 
〈普通財産〉・・・行政財産以外の一切の公有財産 
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協定項目 １ １  財 産 及 び 公 の 施 設 の 取 扱 い 

現  況 上福岡市   大井町

種別    名称 種別 名称  

株式    川越総合卸売市場㈱ 株式 川越総合卸売市場（株）  

株式    ㈱テレビ埼玉  
証  券 

合計金額 ３４６，８００千円  合計金額 ７０，４００千円  

埼玉県信用保証協会 
埼玉県労働者信用基金協会 
埼玉県農林公社 
埼玉県農業信用基金協会 
入間東部福祉会 
上福岡市土地開発公社 
上福岡市運動公園管理公社 
埼玉県勤労者福祉センター 

埼玉県信用保証協会 
埼玉県労働者信用基金協会 
埼玉農林公社 
埼玉農業信用基金協会 
入間東部福祉会 
大井町土地開発公社 
埼玉県労働金庫 
埼玉県下水道公社 
埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター 
埼玉りそな銀行他５行 
いるま野農業協同組合 
 
 

 

出
資
に
よ
る
権
利 

合計金額 １８，７７９千円 合計金額  １４０，９０１千円  
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協定項目 １ １  財 産 及 び 公 の 施 設 の 取 扱 い 

現  況 上福岡市   大井町

財政調整基金 
公有地取得基金 
コスモス福祉基金 
公共施設整備基金 
市街地再開発基金 
ふるさとづくり基金 
減債基金 
地域福祉基金 
国際化推進基金 
森ダム基金 
ごみ処理施設整備基金 
保険給付費支払基金 
介護保険給付費等準備基金 
 

財政調整基金 
公共施設等整備基金 
地域福祉基金 
社会教育施設建設基金 
ふるさとの緑の基金 
保険給付費支払基金 
公共下水道施設建設基金 
リサイクル基金 
減債基金 
高額療養費資金貸付基金 
高等学校等入学資金貸付基金 
国民健康保険出産費資金貸付基金 
介護保険給付費等準備基金 

 

基 金 

合計金額 ５，４９４，８８７千円 合計金額 ３，２９５，６２８千円  

地方債等 １０，４８１，３５０千円 地方債等 ６，６２９，５４１千円  

債務負担行為に基づく平成１４年度以降の支出予定額  債 務 

５，７９８，０８５千円 ３，００６，０９２千円  
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協定項目 １ １  財 産 及 び 公 の 施 設 の 取 扱 い 

現  況 上福岡市  大井町  

会 館 

勤労福祉センター 
コミュニティセンター 
市民交流プラザ 
コスモスホール 
 
 

旭ふれあいセンター 
産業文化センター 
総合福祉センター 
 
 

 
 
 
 

公民館 

上福岡公民館 
西公民館 
 
 
 

中央公民館 
大井分館他１７館 

 
 

図書館   市民図書館 図書館  

資料館 
歴史民俗資料館 
福岡河岸記念館 

郷土資料館  

体育館   駒林体育館 総合体育館  

プール   市民プール 町民プール  

主
な
公
共
施
設 

給食センタ
ー 

学校給食共同調理場  学校給食センター  
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参考資料 

財産及び公の施設の取扱い 

 

地方自治法における財産及び公の施設の取扱い 

 （市町村の廃置分合及び境界変更） 

 第７条 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基づ

き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにそ

の旨を総務大臣に届けなければならない。 

 ２及び３ 略 

４ 第１項及び前項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村

が協議してこれを定める。 

 ５ 第１項、第３項及び前項の申請又は協議については、関係ある普通地方公

共団体の議会の議決を経なければならない。 

 （財産の管理及び処分） 

 第２３７条 この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに

基金をいう。 

 

廃置分合に伴う財産処分に関する協議（地方自治法第７条関係） 

（議案例） 

議案第  号 

上福岡市及び入間郡大井町の廃置分合に伴う 

財産処分に関する協議について 

 平成○○年△△月××日から上福岡市及び入間郡大井町を廃し、その区域をも

って新たに「□□市」を設置することに伴う財産処分を地方自治法第７条第４項

の規定により、別紙のとおり▽▽市（町）と協議を定めることについて、同条第

５項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  

 

上福岡市及び入間郡大井町の廃置分合に伴う 

財産処分に関する協議について 

平成○○年△△月××日から上福岡市及び入間郡大井町を廃し、その区域を

もって新たに「□□市」を設置することに伴う財産処分について、地方自治法

第７条第４項の規定により、次のとおり定めるものとする。 

記 

１ 上福岡市の財産は、すべて「□□市」に帰属させる。 

２ 入間郡大井町の財産は、すべて「□□市」に帰属させる。 

平成  年  月  日 

上福岡市長 

大井町長 
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協議事項⑤ 

協定項目 １２ 

 

 

特別職の職員の身分の取扱い（案） 

 

 

 

 

協 議 の 経 緯 

提 案 合併協議会第２回会議 平成１６年１２月 １日 

協 議 合併協議会第２回会議 平成１６年１２月 １日 

確 認 合併協議会第 回会議 平成１６年  月  日 

 

 

上福岡市・大井町法定合併協議会 
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協定項目 １２ 特別職の職員の身分の取扱い 

調整方針 
（案） 

 特別職の職員の身分については、次のとおり取り扱うもの
とする。 
１ 新市の市長については、法の定めるところにより、合併
から５０日以内に選挙を行う。その間は職務執行者を置
く。 

２ 特別職（常勤）及び行政委員会委員等については、すべ
て失職し、新市の長が新たに選任する。ただし、選挙管理
委員会、教育委員会、固定資産評価審査委員会について
は、市長職務執行者が暫定委員会を設置するものとする。 

３ その他、法令等に定めのない、給与や報酬、定数等につ
いては、１市１町の長が別に協議して定める。 

課 題 
問題点 

 新設合併の場合、合併の
日の前日に、特別職の職員
はすべて失職することとな
る。しかし、地方自治法等
の定めにより、市長の職務
執行者、暫定予算、暫定条
例、暫定行政委員会などの
設置が認められている。 

現  況 上福岡市  大井町   

市・町長 
平成１３年 ３月１２日 
平成１７年 ３月１１日 

平成１３年１０月２４日 
平成１７年１０月２３日 

助  役 
平成１６年 ４月 １日 
平成２０年 ３月３１日 

平成１４年 ４月 ２日 
平成１８年 ４月 １日 

収 入 役 
平成１５年 ７月 １日 
平成１９年 ６月３０日 

平成１５年 ４月 １日 
平成１９年 ３月３１日 

任 
 
 
期 

教 育 長 
平成１３年 ７月１２日 
平成１７年 ７月１１日 

平成１４年１０月 １日 
平成１８年 ９月３０日 

市・町長 7 9 3 ,6 3 0 円  7 0 7 ,4 0 0 円

助  役 6 7 9 ,8 7 2 円  6 4 0 ,3 0 0 円

収 入 役 6 4 3 ,9 6 8 円 6 1 3 ,7 0 0 円 

給 
 
 
与 

教 育 長 6 4 3 ,9 6 8 円 6 1 3 ,7 0 0 円 

 

40



協定項目  １２ 特別職の職員の身分の取扱い

現  況 上福岡市  大井町   

任 期 平成１２年１２月～平成１６年１２月 平成１４年１０月～平成１８年 ９月

職 名 報酬月額（円） 人数 報酬月額（円） 人数 

委員長     5 3 ,4 0 0 1 3 0 ,0 0 0 1

委員長職務代理 4 1 ,0 0 0     1 2 0 ,0 0 0 1

教
育
委
員
会
委
員 委 員      4 1 ,0 0 0 3 1 9 ,0 0 0 3

任 期 平成１５年１０月～平成１９年１０月 平成１３年５ 月～平成１７年 ５月

職 名 報酬月額（円） 人数 報酬月額（円） 人数 

識見を有する者 5 4 ,5 0 0     1 5 5 ,0 0 0 1

監
査
委
員 

議会選出 3 7 ,2 0 0     1 3 5 ,0 0 0 1

任 期 平成１２年１２月～平成１６年１２月 平成１６年 ９月～平成２０年 ９月

職 名 報酬月額（円） 人数 報酬月額（円） 人数 

委員長     3 6 ,1 0 0 1 2 0 ,0 0 0 1

委員長職務代理     

行
政
委
員
会 
 

選
挙
管
理
委
員
会 委 員      2 7 ,5 0 0 3 1 8 ,0 0 0 3
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協定項目  １２ 特別職の職員の身分の取扱い

現  況 上福岡市  大井町   

任 期 平成１5 年 ５月～平成１9 年 ５月 平成１４年 ４月～平成１８年 ３月

職 名 報酬月額（円） 人数 報酬月額（円） 人数 

委員長     8 ,4 0 0 1 8 ,0 0 0 1

委員長職務代理     

公
平
委
員
会
委
員 

委 員      6 ,8 0 0 2 7 ,0 0 0 2

任 期 平成１４年 ７月～平成１７年 ７月 平成１４年 ７月～平成１７年 ７月

職 名 報酬月額（円） 人数 報酬月額（円） 人数 

会 長      3 6 ,1 0 0 1 2 5 ,0 0 0 1

委員長職務代理 2 7 ,5 0 0     1 2 0 ,0 0 0 1

農
業
委
員
会
委
員 委 員      2 7 ,5 0 0 1 4 1 9 ,0 0 0 1 3

任 期 平成１３年１２月～平成１６年１２月 平成１５年１０月～平成１８年 ９月

職 名 報酬月額（円） 人数 報酬月額（円） 人数 

委員長     8 ,4 0 0 1 8 ,0 0 0 1

職務代理     

行
政
委
員
会 

固 査
定 委
資 員
産 査
評 会
価 委
審員 委 員      6 ,8 0 0 2 7 ,0 0 0 2
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参考資料

特別職の職員の身分の取扱い

 新設合併の場合は、首長、助役、収入役、教育長はじめ、各市町で設置している

行政委員会や審議会の委員等もすべて失職することとなる。そこで、各特別職の身

分の取扱いと合併時の暫定執行について整理する。

１ 首長、助役、収入役の取扱い
① 首 長

   通常は新たな首長が選出されるまでの間は、首長の職務執行者が設置される

こととなるので、合併関係市町の長から、いったん新市の首長の職務執行者へ

事務の引き継ぎが行われ、新市の長が選出された段階で当該職務執行者から新

市の長へ事務を引き継ぐこととなる。

   なお、合併関係市町の長から新市の首長の職務執行者への引き継ぎ期間は、

合併関係市町の長の退職の日から２０日以内であり、新市の首長の職務執行者

は、新市長に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを新市長

に引き継がなければならない。（地方自治法施行令第１２２条の２、第１３０

条）

 ② 助 役

   助役の選任は首長の職務執行者の権限外と解されていることから、助役は新

市の首長が選出され、かつ議会が正式に発足してから議会の同意を得て選任さ

れることとなる。このため、合併関係市町の長から委任された事務の引き継ぎ

がある場合については、新市の首長の職務執行者へ引き継ぎを行うこととなる。

   この場合、当該助役は、退職の日から１０日以内にその担任する事務を新市

の首長の職務執行者に引き継ぎ、新市の首長の職務執行者は、新市の助役に引

き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを新市の助役に引き継が

なければならない。（地方自治法施行令第１２４条、第１２７条、第１３０条）

 ③ 収入役

   助役と同様に、収入役についても新市の長が議会の同意を得て選任されるこ

とになることから、合併関係市町の収入役から、いったん新市の収入役職務代

理者へ引き継ぎを行い、正規の収入役が選任された段階で、当該職務代理者が

収入役へ引き継ぐこととなる。

   このため、首長の職務執行者は、新市発足と同時に収入役職務代理者を選任

することが必要となる。引継事務を円滑に行うためにも、協議会において、あ

らかじめ収入役の職務代理者の選任について合併関係市町の中での意思統一を
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図っておくことが適当である。

   なお、合併関係市町の収入役から新市の収入役の職務代理者への引継期間は、

合併関係市町の収入役の退職の日から１０日以内であり、新市の収入役の職務

執行代理者は、新市の収入役に引き継ぐことができるようになったときは、直

ちにこれを新市の収入役に引き継がなければならない。（地方自治法施行令第１

２４条、第１３０条）

２ 新市の長の職務の暫定執行
① 市長職務執行者の選任

   合併関係市町の首長は、合併の日の前日に失職することから、合併当日から

首長が選出される日まで新市では首長が不在となる。この間の新市の行政運営

に支障を来すことがないよう、新市の首長が選出されるまでの間の首長の職務

執行者を合併関係市町の首長の中から選定する必要がある。（地方自治法施行令

第１条の２）

   合併後の新市の行政運営を円滑に行うためにも、合併関係市町の首長が集ま

り、あらかじめ新市の首長の職務執行者を選任するための協議を行い、合併の

期日までに首長の職務執行者を選定することが適当である。

② 市長職務執行者の職務の暫定執行

   首長の職務執行者は、首長の職務権限の執行とともに、条例及び規則の施行

や暫定予算の調整及び執行等が可能となるが、その職はあくまでも暫定にすぎ

ないので、執行に当たっては、必要最小限度の職務のみと考えるべきである。

   また、職務執行者となったものが現職のまま新市の首長選挙や議会議員選挙

に立候補することはできず、辞職することとなる。なお、その際に職務執行者

は職務を代理すべき吏員をあらかじめ指定することが必要である。（地方自治法

第１５２条）

   なお、首長が選出されるまでの間を適宜区切って、関係者が職務執行者を交

代するようなことは、職務の執行等について無用の混乱を引き起こす原因とな

るため、職務執行者の交代制はできないものと解される。

   また、首長の職務執行者は、職員の任命を行うことができると考えられるが、

助役及び収入役の選任については、首長の身分や資格を要件として付与された

職務権限と考えられることから、首長の職務執行者が行うものではなく、新市

の首長が選出され、議会が正式に発足した段階で、当該首長が議会の同意を得

て選任することが適当である。

３ 暫定予算
  新市の首長及び議会議員が選出されるまでの間（約２か月間）は、首長の職務

執行者は必要な収支について議会の議決を経ずとも暫定予算を調整し、執行する
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ことができるところが特徴である（地方自治法施行令第２条）。ただし、暫定予算

に計上できる費用は何でもよいというわけではなく、一般的には、

ア 長及び議員の選挙費

イ 長及び議員が就任するまでの新市の義務的経費（人件費、事務費、扶助費、

公債費）、すでに契約が成立した経費、投資的経費で緊急やむを得ないもの

ウ 最小限度の庁舎その他の財産又は公の施設維持管理費

等に限定されるべきものであり、政策面に属する事業費等には計上すべきでない

と考えられている。

４ 暫定条例及び規則
  新設合併の場合は、合併関係市町はすべて消滅することとなるため、それぞれ

の市町における条例及び規則も失効する。このため、首長の職務執行者は、必要

な事項について、新市の条例及び規則が制定、施行されるまでの間、従来の市町

において施行されていた条例、規則を暫定的に新市の条例、規則として引き続き

施行することができる。（地方自治法施行令第３条）

  例えば、Ａ市とＢ町の合併によりＣ市が新設された場合には、旧Ａ市又はＢ町

の条例をＣ市の全区域に施行することもできるし、また、旧Ａ市及び旧Ｂ町の条

例をそれぞれ旧Ａ市及び旧Ｂ町の区域に施行することもできると解されている。

  また、新市の議会が未だ成立せず、必要と認められる場合は、首長の職務執行

者は専決処分により新しい条例を制定し、長の権限に属する事項について規則を

制定、施行することが可能と考えられている。

  合併協議会において、あらかじめ暫定的に適用する条例、規則や首長の職務執

行者が専決処分による条例制定について、合併関係市町全体の意思統一を図り、

新市発足時に事務処理が滞ることのないようにする必要がある。

  なお、首長の職務執行者が引き続き施行することとした条例又は規則は、当該

職執行者の任期に関わりなく、新たな条例又は規則が制定、施行されるまでの間、

引き続いて存続するものと解されている。

【例】

   さいたま市

     新市発足と同時に必要な２８４件の条例・規程を市長職務執行者が専決

処分をした。

５ 暫定選挙管理委員会
 ① 選挙管理委員の互選 

   新市の発足により首長及び議会の議員の選挙が急務となるが、同時に合併関

係市町に設置されていた従来の選挙管理委員会の委員は全員失職している。こ

のため、新市の議会において正規の選挙管理委員が選出されるまでの間、従来

の合併関係市町の選挙管理委員であった者の互選により定めた者が、暫定的に
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選挙管理委員会の職務を行うこととされている。（地方自治法施行令第４条）

   地方公共団体の選挙管理委員会は、地方自治法第１８１条の規定により、４

人の委員をもって組織されることとなっている。したがって、暫定の選挙管理

委員会についても合併関係市町の選挙管理委員であった者の互選により４人が

選出されることとなる。

 ② 選挙管理委員の補充員の選任

   新設合併の場合は、暫定の選挙管理委員会の委員たる資格を有する者（互選

の対象となる者）は、通常は合併関係市町の数に応じて存在すると考えられる。

例えば、Ａ市とＢ町が合併してＣ市が発足した場合、各々の市町で定数どおり

の選挙管理委員が存在していれば、Ｃ市における暫定の選挙管理委員の候補者

は８人となる。

   しかしながら、Ａ市又はＢ町の選挙管理委員であっても、合併後のＣ市に自

己の住所を置かない者の存在等、暫定の選挙管理委員となる者の定数が満たさ

れない場合も考えられる。このような場合、首長の職務執行者は合併関係市町

村の選挙管理委員の補充員であった者の中から選任して、暫定の選挙管理委員

に充てることとしている。

６ 暫定教育委員会
  新市の設置があった場合に置いては、市長職務執行者が、従来の合併関係市町

の教育委員会の委員であった者で、新市の設置に伴い委員の職を失うこととなっ

た者のうちから、新議会の会期の末日までを在任期間として、臨時に選任するも

のとする。ただし、選任可能な者の数が定数に満たないときは、その不足する数

の委員を新市の長の被選挙権を有する者のうちから選任することとなる。（地方教

育行政の組織及び運営に関する法律施行令第１８条第１項）

  この場合、最初に招集すべき教育委員会の会議は、市長職務執行者が招集する。

（同条第３項）

７ 暫定固定資産評価審査委員会
  新市の設置があった場合においては、新市長が選挙されるまでの間、市長職務

執行者が、従来の合併関係市町の固定資産評価審査委員会の委員であった者のう

ちから選任した者をもって、固定資産評価審査委員会の委員に充てることができ

る。（地方税法第４２３条第８項）

  また、新市長は、新議会の同意を得て固定資産評価審査委員会の委員が選任さ

れるまでの間、従来の合併関係市町の固定資産評価審査委員会の委員であった者

のうちから選任した者をもって固定資産評価審査委員会の委員に充てることがで

きる。（同条第９項）

 



協議事項⑥ 

協定項目 １３ 

 

 

条例・規則の取扱い（案） 

 

 

協 議 の 経 緯 

提 案 合併協議会第２回会議 平成１６年１２月 １日 

協 議 合併協議会第２回会議 平成１６年１２月 １日 

確 認 合併協議会第 回会議 平成１６年  月  日 

 

 

上福岡市・大井町法定合併協議会 
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協定項目  １３ 条例・規則の取扱い

調整方針 
（案） 

条例、規則については、各調整項目の調整方針に基づ
き統一し、新市における事務事業に支障を来さないよう、
整備するものとする。 

課 題 
問題点 

 暫定施行する条例・規則と、専
決処分する条例・規則について整
理する。 

現  況 上福岡市  大井町

種  別 条例          規則 告示 訓令 規程等 計 条例 規則 告示 訓令 規程等 計

条例・ 
規則数 

市町の長が
所管 

１７６ １８２ １６２ １０６ ５１ ６７７ １３８ １１７ ５８ ２４ ８ ３４５ ６１３ 

議会が所管    ３ ５ １ ９ ２ １ ４ ３ １０ ５

教育委員会
が所管 

４４   １４ ４２ ８ １０８ ３９ １４ ４ ５７ ８３

選挙管理委
員会が所管 

 ７ ４ １  ６ １ ２ ９  １

監査委員が
所管 

 ２ ４ ２ ８  ３ １ ４  

公平委員会
が所管 

９   ２ １１ １１ ２ １３ ２０

農業委員会
が所管 

２  ４ ３ ９ ３ ４ ３ １０
５ 
 

固 定資産評
価審査委員
会が所管 

 ２ １ ３  １ １  

水 道企業管
理者が所管 

   ３ ２ １４ １９ １２ １２
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参考資料 

条例・規則の取扱い 

 
 新設合併の場合は、合併関係市町村の条例、規則その他の規程は、すべて失効

することとなる。 

 このため、新市になった場合、条例や規則が施行されるまでの間、従来その地

域に施行されていた条例や規則等を新市の条例、規則等として当該地域に引き続

き施行（暫定施行）することができるほか、必要に応じて新市の長の職務執行者

が専決処分によって条例を制定するなどして、新市の発足の日の事務処理に不都

合のないようにしておく必要がある。 

 

１ 暫定施行する条例 

 新市の発足後も引き続き旧市町の条例を施行させる条例 

 ① 条例名は類似しているが、旧市町の制度に差異があり、新市の発足の日に

おいて統合が困難なため、統合案を決定し、議会に提案する予定のもの。 

 ② いずれかの市町のみの条例であり、新市において全域に適用させるのかの

政策的な判断を要するもの。 

 ③ 新たに適用させるものはないが、既に適用されていたものを整理する間施

行するもの。  

 

２ 専決処分する条例 

 新市の制度として専決処分する条例 

 ① 法定により必ず設置するもの若しくは制定が必要なもの、又はこれらに準

ずるもので、市政執行上空白期間の許されないもの。 

 ② 新市の組織及びその運営又は職員等の勤務条件に関するもの。 

 ③ 住民の権利・利益の保護又は権利の制限若しくは義務を課すため、空白期

間の許されないもの。 

 ④ 公の施設等の設置・管理に関するもの。 

 ⑤ すべての市町が同様の施設を持つ事務事業に関するもので、統合する必要

のあるもの。 

⑥ 合併協議会で協議が済んでいるもの。 
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（参考） 

さいたま市で専決処分した条例 
 

さいたま市役所の位置に関する条例ほか２８３件の条例制定。 

平成１３年５月１日 

平成１３年５月１５日提出 

 
種  別 新市の例規名 
全  般 さいたま市役所の位置に関する条例 

 休日を定める条例 
 公告式条例 

議  会 議会定例会条例 
 議会政務調査費の交付に関する条例 
 議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車等の公営に関

する条例 
 選挙ポスター掲示場条例 
 選挙公報発行条例 

委 員 会 公平委員会設置条例 
 監査委員条例 
 農業委員会の委員の定数等に関する条例 
 固定資産評価審査委員会条例 

行  政 行政組織条例 
 総合行政センター条例 
 支所及び出張所条例 
 統計調査条例 
 情報公開条例 
 個人情報保護条例 
 情報公開・個人情報保護審査会条例 
 情報公開・個人情報保護審議会条例 
 政治倫理の確立のためのさいたま市長の資産等の公開に関する条

例 
 行政手続条例 

職 員 等 職員定数条例 
 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例 
 職員の定年等に関する条例 
 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 
 職員の服務の宣誓に関する条例 
 職員の服務に専念する義務の特例に関する条例 
 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 
 職員の育児休業等に関する条例 
 職員互助会条例 
 職員公務災害見舞金支給条例 
 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例 
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 職員団体の登録に関する条例 
 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例 
 議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例 
 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 
 証人等の実費弁償に関する条例 
 特別職報酬等審議会条例 
 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例 
 市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例 
 職員の給与に関する条例 
 技能職員の給与の種類及び基準に関する条例 
 職員の特殊勤務手当に関する条例 
 職員等の旅費に関する条例 
 職員退職者手当条例 
 恩給条例 

財  務 議会の議決に伏すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 
 財政状況の公表に関する条例 
 各種特別会計条例 
 市税条例 
 特別土地保有税審議会条例 
 各種事務手数料条例 
 証紙条例 
 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例 
 財産評価委員会条例 
 行政財産の使用料に関する条例 
 表彰基金条例 
 職員退職手当基金条例 
 財政調整基金条例 
 各種基金条例 

教  育 教育職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 
 教育職員の育児休業等に関する条例 
 教育委員会教育長の給与等に関する条例 
 教育職員の給与等に関する条例 
 教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例 
 私立の高等学校及び幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師

の公務災害補償に関する条例 
 市立学校設置条例 
 市立小・中学校通学区域審議会条例 
 就学指導委員条例 
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 高等学校授業料徴収条例 
 市立幼児教育センター及び付属幼稚園条例 
 学校災害救済給付金条例 
 入学準備金・奨学金貸付条例 
 市立教育研究所条例 
 市立学校給食センター条例 
 社会教育委員設置条例 
 図書館条例 
 ほか各種施設条例 

民  生 心身障害者福祉手当支給条例 
 心身障害者医療費支給条例 
 難病患者見舞金支給条例 
 難病患者手術見舞金支給条例 
 ホームヘルプサービス手数料条例 
 訪問入浴サービス手数料条例 
 障害者の利用に係る公の施設使用料減免条例 
 母子生活支援施設条例 
 保育所条例 
 保育の実施に関する条例 
 児童センター条例 
 放課後児童クラブ条例 
 乳幼児医療費支給条例 
 ひとり親家庭等医療費支給条例 
 児童災害見舞金支給条例 
 助産の実施に関する条例 
 同和対策審議会条例 
 隣保館条例 
 国民健康保険条例 
 介護保険条例 

環  境 環境基本条例 
 空き地の環境保全に関する条例 
 空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止に関する上映 
 保健センター条例 
 墓地、埋葬等に関する法律施行条例 
 斎場及び火葬場条例 
 廃棄物の処理及び再利用に関する条例 
 清掃センター条例 
 衛生センター条例 
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自  治 市立病院事業の設置等に関する条例 
 印鑑条例 
 認可地縁団体印鑑条例 
 防災会議条例 
 災害対策本部条例 
 防災センター条例 
 自転車等放置防止条例 
 違法駐車等防止条例 
 各種自転車等駐車場条例 
 コミュニティ施設条例 
 各種施設条例 

都市計画 都市計画審議会条例 
 地区計画等案作成手続条例 
 美しいまちづくり景観条例 
 都市公園条例 
 地域プール条例 
 みどりの条例 
 各区画整理事業施行規程 
 道路占用料徴収条例 
 建築審査会条例 
 各種建築条例 
 下水道条例 
 下水道事業審議会条例 
 都市計画下水道事業受益者負担に関する条例 
 水道事業の設置等に関する条例 
 水道事業審議会条例 
 水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 
 給水条例 
 消防本部及び消防署の設置等に関する条例 
 火災予防条例 
 消防団条例 
 消防団員等公務災害補償条例 
 消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例 

 



協議事項⑦ 
 

協定項目 １５ 

 

一部事務組合の取扱い（案） 
 
 
 
 
 

協 議 の 経 緯 

提 案 合併協議会第２回会議 平成１６年１２月 １日 

協 議 合併協議会第２回会議 平成１６年１２月 １日 

確 認 合併協議会第 回会議 平成１６年  月  日 

 
 
 
 
 

上福岡市・大井町法定合併協議会 
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協定項目  １５ 一部事務組合等の取扱い

調整方針 
（案） 

 一部事務組合等については、次のとおり取り扱うものとする。 
１ 入間東部地区衛生組合、入間東部地区消防組合、埼玉県市町村消
防災害補償組合、埼玉県市町村退職手当組合及び埼玉県市町村交通
災害共済組合は、合併の日の前日をもって当該組合を脱退し、新市
において合併の日に、当該組合に加入する。 

２ 彩の国さいたま人づくり連合及び埼玉県西部第一広域行政推進協
議会は、合併の日の前日をもって当該広域連合及び協議会を脱退し、
新市において合併の日に、当該広域連合及び協議会に加入する。 

３ 上福岡市土地開発公社及び大井町土地開発公社は、合併時に再編
する。 

４ 財団法人上福岡市運動公園施設管理公社は、新市に引き継ぐもの
とする。 

課 題 
問題点 

 合併により、各市町
の法人格が消滅するの
で、組合等の脱退及び
加入等の手続きが必要
となる。 
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協定項目  １５ 一部事務組合等の取扱い

現  況 名称   構成市町村 設立等年月日 内容   

入 間 東 部 地 区
衛生組合 

上福岡市、大井町、
富士見市、三芳町 

昭和４０年 
４月２１日 

１ し尿及び浄化槽汚泥の収集、運搬及
び処理に関する事務  
２  火葬場及び斎場の設置及び管理に関
する事務 

 

入 間 東 部 地 区
消防組合 

上福岡市、大井町、
富士見市、三芳町 

昭和４５年 
１１月１日 

１ 消防に関する事務 
２ 知事の権限に属する事務処理の特例
に関する条例により、組合市町が処理
することとされた事務のうち、次にあ
げるもの 

ア 火薬類取締法及び火薬類取締法施行
規則に基づく事務 

イ 液化石油ガスの保安の確保及び取引
の適正化に関する法律に基づく事務  

ウ 高圧ガス保安法に基づく事務 

 

埼 玉 県 市 町 村
消 防 災 害 補 償
組合 

８３市町村 
昭和２８年 
１月１日 

消防組織法第１５条の７の規定による
非常勤消防団員に係る損害補償、消防法
第３６条の３の規定による消防作業に従
事した者又は救急業務に協力した者等に
係る損害補償に関する事務 

 

埼 玉 県 市 町 村
職 員 退 職 手 当
組合 

８４市町村 
昭和３７年 
１２月１日 

 常勤の職員に対する退職手当に関する
事務 

 

一部事務組合 

埼 玉 県 市 町 村
交 通 災 害 共 済
組合 

６５市町村 
昭和４４年 
４月１日 

 構成団体の住民に対する交通災害共済
に関する事務 
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協定項目  １５ 一部事務組合等の取扱い

現  況 名称    構成 設立等年月日 内容

広域連合 
彩 の 国 さ い た
ま 人 づ く り 広
域連合 

埼玉県、９０市町村
平成１１年 
５月１４日 

１ 職員の人材開発事業に関すること。 
２ 職員の人事交流事業に関すること。 
３ 職員の人材確保事業に関すること。 
４ 人材開発、確保等に関する調査研究
に関すること。 

５ 広域計画の期間及び改定に関するこ
と。 

 

協議会 
埼 玉 県 西 部 第
一 広 域 行 政 推
進協議会 

川越市、所沢市、狭
山市、入間市、朝霞
市、志木市、和光市、
新座市、富士見市、
上福岡市、大井町、
三芳町 
 

昭和５６年 
９月２９日 

１ 広域行政計画の策定及び推進に関す
ること。 

２ 広域的行政に係る事務の連絡調整に
関すること。 

３ 前２号に掲げるものを除くほか、協
議会の設置目的達成のために必要な事
項に関すること。 
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協定項目  １５ 一部事務組合等の取扱い

現  況 上福岡市   大井町

名  称 上福岡市土地開発公社 大井町土地開発公社 

役員数 
理事   １０人 
監事    ２人 

理事    ９人 
監事    ２人 

基 本 財 産 の
額（千円） 

２，０００  ５，０００

土
地
開
発
公
社 財産目録 

（千円） 

１ 流動資産   ２，８１０，９１２ 
２ 固定資産          ２１ 
  資産合計   ２，８１０，９３３ 
３ 流動負債       ３，６２０ 
４ 固定負債   ２，８００，７３１ 
  負債合計   ２，８０４，３５１ 

１ 流動資産   ２，１２７，０４８ 
２ 固定資産           ０ 
  資産合計   ２，１２７，０４８ 
３ 流動負債           ０ 
４ 固定負債   ２，１２０，７９４ 
  負債合計   ２，１２０，７９４ 

 

現  況 上福岡市  

名  称 財団法人 上福岡市運動公園施設管理公社  

役員数 
理事    ９人 
監事    ２人 

 

基 本 財 産 の
額（千円） 

１０，０００ 
 

事業内容 
１ 運動公園施設の管理運営の受託事業 
２ 都市公園事業に対する後援事業等 

 

 

財
団
法
人 

財産目録 
（千円） 

１ 流動資産       ２，５８２ 
２ 固定資産      １０，４３０    
  資産合計      １３，０１２ 
３ 流動負債         １５８ 
４ 固定負債           ０ 
  負債合計         １５８ 
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参考資料 

一部事務組合等に関する法令 

【地方自治法】 
（協議会の設置） 

第２５２条の２ 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し

及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、

又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通

地方公共団体の協議会を設けることができる。 

２ 略 

３ 第１項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

以下略 

４～６ 略 

（協議会の組織の変更及び廃止） 

第２５２条の６ 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の協議会を設ける普通地方公共

団体の数を増減し、若しくは協議会の規約を変更し、又は協議会を廃止しようとすると

きは、第２５２条の２第１項から第３項までの例によりこれを行わなければならない。 

 

（組合の種類及び設置） 

第２８４条 地方公共団体の組合は、一部事務組合、広域連合、全部事務組合及び役場事

務組合とする。 

２ 普通地方公共団体及び特別区は、第６項の場合を除くほか、その事務の一部を共同処

理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあっては総務大臣、

その他のものにあっては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができ

る。この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属

する事項がなくなったときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。 

３～５ 略 

６ （役場事務組合の規定） 

 

（解散） 

第２８８条 一部事務組合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、

第２８４条第２項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。 

 

（議会の議決を要する協議） 

第２９０条 第２８４条第２項、第２８６条、第２８８条及び前項の協議については、関

係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

 

（組織、事務及び規約の変更） 

第２９１条の３ 広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処理す
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る事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の

協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあっては総務大臣、その他のものに

ついては都道府県知事の許可を受けなければならない。（以下略） 

２～８ 略 

 

（議会の議決を要する協議） 

第２９１条の１１ 第２８４条第３項、第２９１条の３第１項及び第３項、前条第１項並

びに第２９１条の１３において準用する第２８９条の協議については、関係地方公共団

体の議会の議決を経なければならない。 

 

【公有地の拡大の推進に関する法律】 

（設立） 

第１０条 地方公共団体は、地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土

地等の取得及び造成その他の管理等を行わせるため、単俗で、又は他の地方公共団体と

共同して、土地開発公社を設立することができる。 

２ 地方公共団体は、土地開発公社を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定

款を定め、都道府県又は都道府県及び市町村が設立しようとする場合にあっては、主務

大臣、その他の場合にあっては都道府県知事の認可を受けなければならない。 

 

（定款） 

第１４条 土地開発公社の定款には、次に掲げる事項を規定しなければならない。 

① 目的 

② 名称 

③ 設立団体 

④ 事務所の所在地 

⑤ 役員の定数、任期その他役員に関する事項 

⑥ 業務の範囲及びその執行に関する事項 

⑦ 基本財産の額その他資産及び会計に関する事項 

⑧ 公告の方法 

⑨ 解散に伴う残余財産の帰属に関する事項 

２ 定款の変更は、設立団体の議会の議決を経て第１０条第２項の規定の例により主務大

臣又は都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 

 

（解散） 

第２２条 土地開発公社は、設立団体がその議会の議決を経て第１０条第２項の規定の例

により主務大臣又は都道府県知事の認可を受けたときに、解散する。 

２ 土地開発公社は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があると

きは、土地開発公社に出資した者に対し、これを定款の定めるところにより分配しなけ

ればならない。 



協議事項⑧ 

協定項目 １６① 

 

使用料、手数料の取扱い（案） 

 

 

 

 

協 議 の 経 緯 

提 案 合併協議会第２回会議 平成１６年１２月 １日 

協 議 合併協議会第２回会議 平成１６年１２月 １日 

確 認 合併協議会第 回会議 平成１６年  月  日 

 

 

上福岡市・大井町法定合併協議会 
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協定項目  １６① 使用料、手数料の取扱い

調整方針 
（案） 

使用料、手数料については、次のとおり取り扱うものとする。 
１ 税務関係各種証明、住民票の写しの交付、印鑑証明、戸籍の謄・抄本の
交付等に係る事務手数料は、１市１町で違いがないので、現行のとおりと
する。 

２ 社会教育・社会体育施設の使用料については、当面現行のとおりとし、
新市において速やかに調整する。ただし、減免等の制度に差異があるもの
は、合併時に統一する。 

３ 文化・コミュニティ施設及び福祉施設の使用料は、当面現行のとおりと
し、新市において類似する施設の料金や減免基準等について、随時調整を
図る。 

４ 道路占用料は、上福岡市の例によるものとする。 
 

課 題 
問題点 

使用料、手数料に
ついて、それぞれ
違いがあり、減免
制度等についても
差がみられる。ま
た、施設の設置時
期や規模による影
響 も 見 受 け ら れ
る。 
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協定項目  １６① 使用料・手数料の取扱い

現  況 上福岡市   大井町

 手数料を徴収する事務   金額／単位 手数料を徴収する事務 金額／単位

１
税務関係各種証明及び公図､名寄
帳､土地台帳又は家屋台帳の閲覧

１５０円／件 
税務関係各種証明及び公図､名寄
帳､土地台帳又は家屋台帳の閲覧

１５０円／件 

２

固定資産税証明 
（３筆又は３棟を超える場合､１
筆又は１棟増すごとに２０円を
加算) 

１５０円／ 
３筆又は３棟

まで 
固定資産税証明  １５０円／件

３ 住宅用家屋の証明 
１，３００円 

／件 
住宅用家屋の証明 

１，３００円 
／件 

４

住民基本台帳の閲覧及び住民票
（除票を含む）の写しの交付・外
国人登録済の証明・印鑑登録証明
その他の各種証明 

１５０円／件 

住民基本台帳の閲覧及び住民票
（除票を含む）の写しの交付・外
国人登録済の証明・印鑑登録証明
その他の各種証明 

１５０円／件 

５ 住民基本台帳カードの交付   ５００円／件 住民基本台帳カードの交付 ５００円／件

６ 戸籍の謄本又は抄本の交付   ４５０円／通 戸籍の謄本又は抄本の交付 ４５０円／通

７ 自動車の臨時運行の許可 
７５０円 
／車両 

自動車の臨時運行の許可 
７５０円 
／車両 

８ 認可地縁団体印鑑登録証明   １５０円／件 認可地縁団体印鑑登録証明 １５０円／件

手
数
料 

各
種
事
務
手
数
料 

９
鳥獣飼養許可証の交付、再交付又
は更新 

３，４００円 
／件 

鳥獣飼養許可証の交付、再交付又
は更新 

３，４００円 
／件 
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協定項目  １６① 使用料・手数料の取扱い

現  況 上福岡市   大井町

 手数料を徴収する事務   金額／単位 手数料を徴収する事務 金額／単位

１０ 土木関係各種証明   １５０円／件 土木関係各種証明 １５０円／件

１１
電柱､街灯柱その他電柱に類す
るものの利用広告(はり紙及び
はり札を除く。) 

３５０円／個 
電柱､街灯柱その他電柱に類す
るものの利用広告(はり紙及び
はり札を除く。) 

３５０円／個 

１２ はり紙 
３５０円 

／５０枚 
はり紙 

３５０円 
／５０枚 

 

床面積の合計が３０㎡以
内のもの 

５，０００円／件
床面積の合計が３０㎡以
内のもの 

５，０００円／件

床面積の合計が３０㎡を
超え１００㎡のもの 

９，０００円／件
床面積の合計が３０㎡を
超え１００㎡以内のもの 

９，０００円／件
１３

建
築
確
認 床面積の合計が１００㎡

を超え２００㎡以内のも
の 

１４，０００円 
／件 

建
築
確
認 床面積の合計が１００㎡

を超え２００㎡以内のも
の 

１４，０００円 
／件 

 

犬の登録  ３，０００円／頭 犬の登録 ３，０００円／頭
１４

鑑札再交付手数料   １，６００円／頭 鑑札再交付手数料 ９００円／頭

狂犬病予防注射済票交付   ５５０円／枚 狂犬病予防注射済票交付 ５５０円／枚

手
数
料 

各
種
事
務
手
数
料 

１５
狂犬病予防注射済票再交付   ３４０円／枚 狂犬病予防注射済票再交付 ３４０円／枚
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協定項目  １６① 使用料・手数料の取扱い

現  況 上福岡市   大井町

手数料を徴収する事務 金額／単位 手数料を徴収する事務 金額／単位

高
齢
者

世
帯 

生活保護世帯以外
の世帯 

２００円 
／時間 

生計維持者の前年所得税課
税年額が１０，０００円以下
の世帯（生活保護世帯を除
く。） 

２００円 
／時間 

生 計中心者の前年
の所得税が非課税
世帯 

無料 

手
数
料 

各
種
事
務
手
数
料 

１６

ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス 

生計維持者の前年所得税課
税年額が、１４０，００１円
以上の世帯 

８５０円 
／時間 

ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
利
用
世
帯 

重
度
の
身
体
障
害

者
・
知
的
障
害
者

の
世
帯 生計中心者の前年

の所得税が課税世
帯 

２００円 
／時間 
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協定項目  １６① 使用料・手数料の取扱い

現 
況 

上福岡市   大井町

コミュニティセンター  産業文化センター
昼間 昼間 

午前    午後
夜間 

午前 午後
夜間 

使用区分 
8 :3 0 ～ 1 2 :0 0    1 2 :0 0 ～ 1 7 :0 0 1 8 :0 0 ～ 2 2 :0 0

使用区分 
9 :0 0 ～ 1 2 :0 0 1 3 :0 0 ～ 1 7 :0 0 1 8 :0 0 ～ 2 1 :3 0

無料       無料 無料 5 ,0 0 0 7 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0通常使
用 全日の場合…無料 

平日
全日の場合…2 0 ,0 0 0  

3 0 0       4 0 0 5 0 0 6 ,0 0 0 9 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0

会
議
室 

目的外
使用 全日の場合…7 0 0  

多
目
的

ホ
ー
ル 土日

全日の場合…2 4 ,0 0 0  

市民交流プラザ 2 ,5 0 0    4 ,0 0 0 5 ,0 0 0

昼間 
ギャラリー

全日の場合…1 0 ,0 0 0  

午前     午後
夜間 

5 0 0 7 0 0 1 ,0 0 0
第 1 会議室

全日の場合…2 ,0 0 0  
使用区分 

9 :0 0 ～ 1 2 :0 0  
   

1 3 :0 0 ～ 1 7 :0 0 1 8 :0 0 ～ 2 1 :3 0
1 ,0 0 0 1 ,5 0 0 2 ,0 0 0

多目的ホール 2 ,2 0 0    3 ,0 0 0 2 ,6 0 0
第 2 会議室

全日の場合…4 ,0 0 0  

展示ルーム 1 ,4 0 0       1 ,9 0 0 1 ,7 0 0 2 0 0 3 0 0 5 0 0

A 会議室 6 0 0    8 0 0 7 0 0 控室 
全日の場合…2 ,0 0 0  

音楽練習室 9 0 0    1 ,2 0 0 1 ,1 0 0

軽体操室 1 ,1 0 0    1 ,5 0 0 1 ,3 0 0

コスモスホール 
旭ふれあいセンター 

 9 0 0      1 ,2 0 0 1 ,1 0 0 午前 午後 夜間 

使用区分 

9 :0 0 ～ 1 2 :0 0   1 3 :0 0 ～ 1 7 :0 0 1 8 :0 0 ～ 2 2 :3 0

3 0 0    4 0 0 5 0 0全日 9 ： 0 0 ～ 2 1 ： 3 0  研修室 1 ,2
全日の場合… ―  

2 0 0    3 0 0 4 0 0
和室 

全日の場合… ―  勤労福祉センター 
3 0 0    4 0 0 5 0 0

午前   午後 夜間
会議室 

全日の場合… ―  
使用区分 9 :0 0 ～ 1 2 :0 0  1 3 :0 0 ～ 1 7 :0 0 1 8 :0 0 － 2 2 :0 0

9 ,0 0 0  1 6 ,0 0 0 2 2 ,0 0 0
平日 

全日の場合･･･4 5 ,0 0 0  
1 2 ,0 0 0  2 1 ,0 0 0 2 9 ,0 0 0

ホ
ー
ル 

土日・ 
休日 全日の場合･･･5 9 ,0 0 0  

3 0 0 4 0 0 5 0 0

文
化
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
使
用
料
（
円
） 

レクリェーショ
ン室 全日の場合･･･1 ,2 0 0  

 

 



協定項目  １６① 使用料・手数料の取扱い

現
況 

上福岡市  大井町   

施 設 名 等 午 前 午 後 全 日 夜 間 施 設 名 等 午 前 午 後 全 日 夜 間

名称 使 用 区 分 8 :3 0 ～  1 2 :0 0  
1 3 :0 0 ～
1 7 :0 0  

8 :3 0 ～  
1 7 :0 0  

1 8 :0 0 ～
2 2 :0 0  

名
称

使 用 区 分 9 :0 0 ～  
1 2 :0 0  

1 3 :0 0 ～  
1 7 :0 0  

9 :0 0 ～  
2 2 :0 0  

1 8 :0 0 ～  
2 2 :0 0  

ホール※１ 3 0 0  4 0 0 7 0 0 5 0 0 平 日 1 0 .5 0 0 1 3 .6 0 0 3 7 .5 0 0 1 7 .6 0 0

和室※２ 1 5 0  2 5 0 4 0 0 3 0 0 ホ ー ル 土 日 1 3 .6 0 0 1 7 .6 0 0 4 8 .6 0 0 2 2 .8 0 0

実習室 4 0 0  5 0 0 9 0 0 6 0 0 平 日 1 .2 0 0 1 .5 0 0 4 .1 0 0 1 .9 0 0

音楽室 3 0 0  4 0 0 7 0 0 5 0 0
和室 

土 日 1 ,5 0 0 1 ,9 0 0 5 ,2 0 0 2 ,4 0 0

上
福
岡
公

民
館 

学習室 3 0 0  4 0 0 7 0 0 5 0 0 平 日 1 .2 0 0 1 .5 0 0 4 .1 0 0 1 .9 0 0

ホール 7 0 0  9 0 0 1 .6 0 0 1 ,1 0 0
洋室 

土 日 1 ,5 0 0 1 ,9 0 0 5 ,2 0 0 2 ,4 0 0

ステージ 6 0 0  7 0 0 1 ,3 0 0 8 0 0 平 日 1 ,5 0 0 1 ,9 0 0 5 ,2 0 0 2 ,4 0 0

和室 3 0 0  4 0 0 7 0 0 5 0 0

 
楽
 
 
屋 リ ハ ー
サル室 土 日 1 .9 0 0 2 .4 0 0 6 .6 0 0 3 ,1 0 0

和室 1 .0 0 0 1 .3 0 0 3 .5 0 0 1 .6 0 0美術 
工芸室 

5 0 0  6 0 0 1 ,1 0 0 7 0 0
手工芸室 7 0 0 9 0 0 2 .4 0 0 1 .1 0 0

調理室 5 0 0  7 0 0 1 ,2 0 0 8 0 0 視聴覚室 2 ,4 0 0 3 ,1 0 0 8 ,5 0 0 4 ,0 0 0

視聴覚室 4 0 0  5 0 0 9 0 0 6 0 0 調理実習室 1 .0 0 0 1 .3 0 0 3 .5 0 0 1 .6 0 0

集会室 5 0 0  7 0 0 1 ,2 0 0 8 0 0 美術室 7 0 0 9 0 0 2 .4 0 0 1 .1 0 0

学習室 2 0 0  3 0 0 5 0 0 4 0 0 大会議室 1 .7 0 0 2 ,2 0 0 6 ,0 0 0 2 ,8 0 0

西
公
民
館 

ギャラリー 2 0 0  3 0 0 5 0 0 4 0 0 会議室１，２ 7 0 0 9 0 0 2 .4 0 0 1 .1 0 0

研修室１ 1 .0 0 0 1 .3 0 0 3 .5 0 0 1 .6 0 0
洋室 1 5 0  1 5 0 3 0 0 1 5 0

研修室２ 7 0 0 9 0 0 2 .4 0 0 1 .1 0 0

第１和室 1 5 0  1 5 0 3 0 0 1 5 0 研修室３ 1 .0 0 0 1 .3 0 0 3 .5 0 0 1 .6 0 0

南部
分館 

第２和室 1 5 0  1 5 0 3 0 0 1 5 0 児童室 1 .0 0 0 1 .3 0 0 3 .5 0 0 1 .6 0 0

展示室 1 ,0 0 0 1 ,3 0 0 3 ,5 0 0 1 .6 0 0

社
会
教
育
施
設
の
使
用
料
（
円
） 

※１  ホ ールは第１ホール、第２ホールがあります
※２ 和室は第１和室、第２和室、第３和室があります
（上福岡市） 

中
央
公
民
館 

※１ ホールの使用者が、入場料その他これに類する料金
を徴収する場合の使用料 

  ア 入場料が 1 0 0 0 円未満のとき 1 0 0 分の 5 0  
  イ 入場料が 1 0 0 0 円以上のとき 1 0 0 分の 1 0 0  
 ２ 準備や練習のためホールを使用する場合の使用料 
  規定使用料の 1 0 0 分の 5 0  
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協定項目  １６① 使用料・手数料の取扱い

現
況 

上福岡市  大井町   

駒林体育館  総合体育館
使用料（円）  使用料（円）

午前     午後 夜間 午前 午後 夜間施設
名 

利用
区分 9 :0 0 ～

1 2 :0 0  
1 2 :0 0 ～
1 5 :0 0  

1 5 :0 0 ～  
1 8 ： 0 0  

1 8 :0 0 ～
2 1 :3 0  

 
    利用区分 
 
種別 

9 :0 0 ～ 1 2 :0 0
1 3 :0 0 ～
1 7 :0 0  

1 8 :0 0 ～
2 1 :0 0  

6 0 0  6 0 0 6 0 0 7 0 0 4 ,5 0 0 5 ,8 0 0 7 ,5 0 0一般
学生 全日の場合…1 、 8 0 0  

平日
全日の場合…1 6 ,0 0 0  

3 0 0  3 0 0 3 0 0 3 5 0 5 ,8 0 0 7 ,5 0 0 9 ,7 0 0
体育
室 児童

生徒 全日の場合…9 0 0  

ア マ チ ュ ア の 体
育・レクリェーシ
ョ ン で 専 用 す る
場合 

土日
休日 全日の場合…2 0 ,7 0 0  

＊「全日」 9 :0 0 ～1 8 :0 0  5 0 0 6 0 0 7 0 0
平日

全日の場合…1 ,6 0 0  
運動公園 

6 0 0 7 0 0 9 0 0

利用時間 5 :4 5 ～ 1 6 :4 5  

バ ドミント
ン・卓球コ
ート（一般） 土日

休日 全日の場合･･･1 ,9 0 0  

使用料（円） 1 ,2 0 0 1 ,5 0 0 2 ,0 0 0
使用方法 

単位 金額 
平日

全日の場合…4 ,2 0 0  
弓道場 

専用 一的 ２時間 2 0 0  1 ,5 0 0 1 ,9 0 0 2 ,4 0 0

体
育
館 

１
面
又
は
１
コ
ー
ト

バ レ ー ボ ー
ル ・ バ ス ケ
ッ ト ボ ー ル
コート 
（一般） 

土日
休日 全日の場合…5 ,2 0 0  

1 ,0 0 0 2 ,0 0 0 3 ,0 0 0
平日

全日の場合…5 ,5 0 0  
1 ,3 0 0 2 ,0 0 0 3 ,0 0 0

専
用
使
用

一般 
土日
休日 全日の場合…5 ,5 0 0  

1 ,3 0 0 2 ,0 0 0 3 ,0 0 0児童 
生徒 

１回
全日の場合…5 ,5 0 0  

8 0

 

武
道
館 

個
人
使
用

学生 
一般 

１回
1 5 0

 

使用料（円） 
午前    午後 夜間

    利用区分 
種別 

9 :0 0 ～ 1 2 :0 0  1 3 :0 0 ～ 1 7 :0 0 1 8 :0 0 ～ 2 1 :0 0

5 0 0 6 0 0 7 0 0
平日 

全日の場合･･･1 ,6 0 0  
6 0 0 7 0 0 9 0 0

社
会
体
育
施
設
（
体
育
館
・
弓
道
場
）
の
使
用
料
（
円
） 

 
弓
道
場

一
的 

一
般 土日 

休日 全日の場合･･･1 ,9 0 0  

 



協定項目  １６① 使用料・手数料の取扱い

現
況 

上福岡市  大井町   

使用料（円） 
施設名／ 
利用時間 

使用料（円） 
区分  

     
施設名／利用時間 使用方法

単位 金額
単位 

平日 土日

野球場 
5 :4 5 ～ 2 1 :1 5  

専用 
2 時間 
１面 

1 、5 0 0

テニス・バレー兼用コ
ート 
5 :4 5 ～ 2 1 :1 5  

専用 
2 時間 
１面 

4 0 0

野球場・ 
サッカー場 
（運動公園） 

6 :0 0 ～ 1 8 :0 0  

2 時間 
１面 

6 0 0 7 0 0

テニスコート 
9 :0 0 ～ 1 9 :0 0  

2 時間 
１面 

6 0 0 7 0 0

運
動
公
園 テニス・バレー兼用コ

ート証明施設 
1 7 :0 0 ～ 2 1 :1 5  

専用 
2 時間 
１面 

8 0 0

びん沼サッカー場 
（午前 9 :0 0 ～午後 5 :0 0 ）  

専用 
半 日 ／
一面 

2 ,0 0 0

第２運動公園   運動場 専用
2 時間 
１面 

1 ,5 0 0

＊テニスコート： 
（1 0 月～3 月は）午後 5 時まで 

  

 

区 分 単 位 金 額 （ 円 ） 区分 単位 金額（円） 
大人   １人 １回 4 0 0 学生・一般 １人 １回 6 0 0

中・高校生   １人 １回 2 0 0 高校生 １人 １回 3 0 0

小学生等   １人 １回 1 0 0 小・中学生 １人 １回 1 8 0

運
動
公
園 

プ
ー
ル 

幼児（４歳未満）   無料

プ
ー
ル 

未就学児 １人 １回 無料

 

社
会
体
育
施
設
（
運
動
場
等
）
の
使
用
料
（
円
） 

＊プール利用時間 
午前 9 :0 0 ～午後 5 :0 0  
高校生は、生徒手帳を提示する。 
ロッカー １００円 
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協定項目  １６① 使用料・手数料の取扱い

現
況 

上福岡市  大井町  

使用料（円）  使用料（円）
施設名 利用区分 

単位   金額 
利用区分 

単位 金額

市内在住の 6 0 歳未満 2 0 0 町内に住所を有する者 3 0 0  

市外に住所を有する者 
1 日あたり

3 0 0 町内に住所を有しない者 
１回につき 

5 0 0  

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー 

太
陽
の
家 

※使用料の免除 
優待者証（市内に居住する 6 0 歳以上に交付）
を提示した者は免除 
 

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー 

※6 0 歳以上の高齢者・障害者は無料 
 

 

使用料（円） 
午前   午後 夜間

施設名 利用区分 
単位  金額

市内に住所を有する者 
１面 
２時間

1 0 0

利用 
区分 

9 :0 0 ～1 2 :0 0    1 3 :0 0 ～1 7 :0 0 1 8 :0 0 ～2 1 :0 0

ホ ー
ル 

1 ,6 0 0    2 ,2 0 0 1 ,6 0 0
市内に住所を有しない者 

１面 
２時間

1 5 0

福
祉
施
設
等
の
使
用
料
（
円
） 

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場 市営ゲ

ートボ
ール場

※使用料の免除 
 ６０歳以上の住民。必要とする介護人 

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー 

会 議
室 

5 0 0    7 0 0 5 0 0

 

１ ６０歳以上の高齢者・障害者は無料 
２ 多目的ホール・会議室は、町内の福祉団体が公益

を目的とする場合は、免除することがある。 
３ 多目的ホール・会議室は、高齢者・障害者福祉の

目的で利用可 
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協定項目  １６① 使用料・手数料の取扱い

現 
況 

上福岡市    大井町

使用料（円／月額） 
区分 

コスモス荘 
生活保護受給中の者  生活保護法に基づく住居費の額
年収１２０万円未満の者  借り上げ料から５０％を減額した額
年収１２０万円以上１８
０万円未満の者 

借り上げ料から２５％を減額した額 

年収１８０万円以上の者  市が当該居室を借り上げた額

高
齢
者
住
宅 

※使用料の免除 
災害による著しい損害。収入の著し
い低額 

  

福
祉
施
設
等
の
使
用
料 
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  協定項目 １６① 使用料・手数料の取扱い

現  況 上福岡市   大井町
占 用 料 占 用 料

占用物件 
単 位 （円）金額 単 位 金額（円）

 

電柱   本／年 1 ,1 0 0 本／年 8 5 0
電話柱   本／年 3 7 0 本／年 3 2 0

 

0 .1 m 未満 6 8
0 .1 m ～0 .1 5 m 8 0

0 .1 m 未満 8 0

0 .1 5 m ～0 .2 m 9 2
0 .2 m ～0 .4 m  1 8 0

0 .1 m ～0 .4 m  1 9 0

0 .4 m ～1 .0 m  4 6 0 0 .4 m ～1 .0 m  3 8 0

諸地下埋設管 
外
径 

1 .0 m 以上 

ｍ
／
年 

9 2 0

外
径 

1 .0 m 以上 

ｍ
／
年 

7 9 0

 

祭礼、縁日等に際
し一時的なもの 

㎡／日 2 0露店、商品置場その
他 こ れ ら に 類 す る
施設 その他のもの 

㎡／月 
 

5 0 0
㎡／月 1 9 0

 

標識   本／年 1 ,1 0 0 本／年 7 0 0

道
路
占
用
料 

看板、標識、旗ざお、
パーキング・メータ
ー、幕及びアーチ 

旗ざお   本／月 5 0 0 本／月 1 9 0
 



協議事項⑨ 

協定項目 １７ 

 

 

公共的団体等の取扱い（案） 
 

 

 

協 議 の 経 緯 

提 案 合併協議会第２回会議 平成１６年１２月 １日 

協 議 合併協議会第２回会議 平成１６年１２月 １日 

確 認 合併協議会第 回会議 平成１６年  月  日 

 

 

上福岡市・大井町法定合併協議会 
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協定項目  １７ 公共的団体等の取扱い

調整方針 
（案） 

 公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確立するため、
それぞれの実情を尊重しながら、次の方針で統合整備に努めるものと
する。 
１ １市１町に共通している団体は、合併時に統合するよう調整に努
める。ただし、実情により合併時に統合できない団体は、合併後速
やかに統合するよう調整に努める。 

２ １市１町に共通している団体で、統合に時間を要する団体は、当
面現行のとおりとし、１０年を目処に統合するよう調整に努める。

３ １市１町独自の団体は、現行のとおりとする。 

 
課 題 
問題点 

 合併特例法では、「合併
関係市町村の区域内の公共
的団体等は、市町村の合併
に際しては、合併市町村の
一体性の速やかな確立に資
するため、その統合整備を
図るよう努めなければなら
ない。」と位置づけている。 

現 況 上福岡市  大井町   
上福岡市社会福祉協議会  大井町社会福祉協議会

（理事１５人・・・会長１人、副会長２人、常務理事１
人を含む。監事２人）、評議員４０人、支部長２７人、
職員６６人 

会長１人、副会長２人、常務理事１人、理事１５人、
監事２人、評議員４０人、職員１２人 概

要 

（平成１６年度予算額） 
４５，３１３千円 

（平成１６年度予算額） 
４２，１８７千円 

 

社
会
福
祉
協
議
会 

活
動
内
容 

・調査研究・広報・研修・支部活動・市民活動の育成
援助 
・ボランティア活動・福祉教育活動の啓発・育成援助
・地域福祉・在宅福祉活動・低所得者福祉対策事業 
・障害者福祉対策事業・老人福祉対策事業 
（委託事業・介護保険事業・障害者居宅介護事業） 
・老人福祉センター 
・かみふくおか中央在宅介護センター 
・指定居宅介護支援事業所 
・かみふくおか中央ディサービスセンター 
・ヘルパーステーション 
・ふれあい上福岡地域支援センター 

ふくし総合相談室事業 
・相談窓口の開設・相談員研修会の実施 
・社協だよりの発行 
ボランティアセンター事業 
・学校・地域における福祉教育の推進 
・ボランティアグループ等への支援 
ききょうふれあいサービス事業（在宅福祉サービス）
移送サービス事業 
支部社協活動 
低所得者福祉事業 
・生活福祉資金の貸付 
喫茶室「おおい」事業 
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協定項目 １７ 公共的団体等の取扱い

現  況 上福岡市  大井町   
シルバー人材センター  シルバー人材センター

理事長、理事１４人、 
監査２人 職員５人、臨時１人 

理事長、理事１４人、 
監事２人 職員６人 

 
 

概
要 

１６年度市町負担金 
１２，５００千円 

１６年度市町負担金 
９，５００千円 

 

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー 

活
動
内
容 

自転車安全運転講習参加、事故防止安全意識向
上、健康づくり講習 
多種の職種対応のための会員確保 
シルバーだより、各種イベント参加、親睦旅行
（市の関係事業） 
配食サービスの配達業務委託、公園草取り 

（１）積極的かつ活力ある事業活動の実践 
（２）生きがいある社会参加支援活動の積極的

展開を図る 
（３）社団法人として、さらなる運営の健全化、

高度化を目指す。 

 

上福岡市商工会  大井町商工会

上福岡市上福岡 
1 －5 －1 4  

大井町苗間 
4 0 －3 9  

Ｓ.3 5 ．1 0 ．1 5 設立  Ｓ.3 6 ．5 ．1 設立

概
要 

会員数９３６人  会員数８２３人

商 

工 

会 活
動
内
容 

・七夕祭り 
・産業祭 
・商業まつり「まいどセール」 
・情報化システムの構築 

・産業祭 
・富くじセールの実施 
・会員研修会等の共催 
・各種事業の後援 
・大井まつり 

 
 
 
 



協議事項⑩ 

協定項目 １８ 

 

補助金、交付金等の取扱い（案） 
 

 

 

 

 

 

協 議 の 経 緯 

提 案 合併協議会第２回会議 平成１６年１２月 １日 

協 議 合併協議会第２回会議 平成１６年１２月 １日 

確 認 合併協議会第 回会議 平成１６年  月  日 
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協定項目  １８ 補助金、交付金等の取扱い

調整方針 
（案） 

 補助金、交付金等については、その事業目的、効果等を総合的に勘案
しながら、これまでの経緯、実績等に配慮し、次により調整するものと
する。 
（１）１市１町で同一又は同種の補助金については、できるだけ早い機

会に関係団体の理解と協力を得て、統一の方向で検討する。 
（２）１市１町それぞれ独自の補助金等については、従来の実績を尊重

し、新市に移行後、新市全体の均衡を保つよう調整する。 
（３）整理統合できる補助金等については、新市に移行後、統合するよ

う調整する。 

課 題 
問題点 

補助制度等の内容
に差異がある。 

現況 

条例等で各補助金交付要綱を設置している。 
第１編 総  規 
第２編 教  育 
第３編 民  生 
第４編 産業経済 
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協定
項目 

１８ 補助金、交付金等の取扱い 

分類    上福岡市 大井町

補
助
金
交
付
要
綱
等
の
現
況 

総務 たばこ税増収確保対策補助金交付要綱 
コミュニティ施設特別整備事業補助金交付要綱 
自治会連合会補助金交付要綱  
 
 
自治会集会所賃貸借料補助金交付要綱 
自主防災組織防災資器材等整備補助金交付要綱 
コミュニティづくり推進事業補助金交付要綱 
青少年健全育成活動事業補助金交付要綱 
 
日本女性会議市民派遣事業参加者補助金交付要
綱 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

たばこ税対策協議会補助金交付要綱 
コミュニティ施設特別整備事業補助金交付要綱 
町会連合会補助金交付要綱 
実施事業協力町会報償金支給要綱 
 
自主防災組織育成補助金交付要綱 
コミュニティづくり協議会補助金交付要綱 
青少年健全育成推進協議会補助金交付要綱 
青少年相談員協議会活動費補助金交付要綱 
 
 
土地開発公社運営費補助金交付要綱 
職員親睦会補助金交付要綱 
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協定
項目 

１８ 補助金、交付金等の取扱い 

分類    上福岡市 大井町

補
助
金
交
付
要
綱
等
の
現
況 

福祉 老人クラブ等運営費補助金交付要綱 
老人クラブ研修等補助金交付要綱 
社団法人上福岡市シルバー人材センター補助金
交付要綱 
高齢者福祉施設整備費補助金交付要綱 
高齢者入浴料助成事業実施要綱 
ファクシミリ等基本料助成事業実施要綱 
地域保健福祉活動事業費補助金交付要綱 
生活ホーム事業補助金交付要綱 
 
 
 
 
国民健康保険組合等事業補助金交付要綱 
介護サービス利用者負担金助成事業実施要綱 
社会福祉法人等による介護保険サービスの利用
に係る利用者負担の減免に関する助成要綱 
家族介護慰労金支給事業実施要綱 
公設民営通所介護事業補助金交付要綱 
介護保険訪問介護利用者負担助成要綱 
 
心身障害者地域デイケア事業費補助金交付要綱 
障害者自動車運転免許取得費補助実施要綱 
 
心身障害者自動車燃料費助成事業実施要綱 
身体障害者自動車改造費補助金交付要綱 
重度身体障害者居宅改善整備費補助金交付要綱 
 

社会福祉団体等補助金交付要綱 
 
（社）大井町シルバー人材センター補助金交付要
綱 
 
 
 
 
生活ホーム運営費補助金交付要綱 
ホームヘルプサービス利用者負担金支援事業実
施要綱 
配食サービス事業実施要綱 
在宅福祉事業費補助金交付要綱 
 
介護サービス利用者負担助成事業実施要綱 
社会福祉法人等による介護保険サービス利用者
負担減額要綱 
家族介護慰労金支給事業実施要綱 
 
 
介護予防・地域支え会い事業実施要綱 
心身障害者地域デイケア事業費補助金交付要綱 
身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要
綱 
心身障害者自動車燃料費助成事業実施要綱 
身体障害者自動車改造費助成金交付要綱 
重度身体障害者居宅改善整備費補助金交付要綱 
福祉タクシー利用料金助成事業要綱 
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協定
項目 

１８ 補助金、交付金等の取扱い 

分類    上福岡市 大井町

補
助
金
交
付
要
綱
等
の
現
況 

福祉 障害児(者)生活サポート事業団体運営費補助金交
付要綱 
 
  
養護学校等放課後児童対策事業費補助金交付要
綱 
心身障害児保育運営費助成金交付要綱 
心身障害児通園通学奨励費補助金交付要綱 
身体障害者福祉会運営費補助金交付要綱 
手をつなぐ育成会運営費補助金交付要綱 
入間東部地区精神障害者家族会(ラベンダーの会)
運営費補助金交付要綱 
 
 
 
ひとり親家庭等児童高校等入学準備金支給要綱 
 
医療団体・休日急患診療所運営補助金交付要綱 
食生活改善推進員協議会事業費補助金交付要綱 
献血推進事業費補助金交付要綱 
区域外予防接種補助金交付要綱 
更生保護活動事業補助金交付要綱 
外国人未払医療費対策事業補助金交付要綱 
心配ごと相談事業補助金交付要綱 
民生委員協議会補助金交付要綱 

心身障害者生活サポート事業実施要綱 
精神障害者居宅介護等事業補助金交付要綱 
重度心身障害者日常生活用具給付等実施要綱 
障害者（児）診断書料等助成金交付要綱 
養護学校放課後児童対策事業費補助金交付要綱 
 
障害児通園事務費補助金交付要綱 
 
 
 
 
 
知的障害者地域生活援助事業補助金交付要綱 
知的障害者援護施設入所者に係る医療費給付事
務取扱要綱 
 
民間保育所運営費等補助金交付要綱 
保健衛生・医療事務団体等補助金交付要綱 
 
 
区域外予防接種補助金交付要綱 
更生訓練費支給要綱 
 
 
 
国民健康保険人間ドック検査料補助規則 
国民健康保険保養施設利用補助規則 
社会福祉法人に対する助成の手続きを定める条
例 
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協定
項目 

１８ 補助金、交付金等の取扱い 

分類    上福岡市 大井町

補
助
金
交
付
要
綱
等
の
現
況 

環境 
都市 

生ごみ処理容器設置補助金交付要綱  
ごみ集積所設置等に関する指導要綱 
集団資源回収事業報償金交付要綱  
集団資源回収取扱育成奨励金交付要綱 
  
交通安全対策事業補助金交付要綱  
消費生活改善推進事業費補助金交付要綱  
  
生け垣設置奨励金交付要綱 
市街地再開発事業等研究団体補助金交付要綱 
市街地再開発事業補助金等交付要綱  
 
２世帯住宅建築資金利子補給金交付要綱 
 
排水設備奨励補助金交付要綱  
集会所排水設備補助金交付要綱  
私道排水設備補助金交付要綱 
 
樹木の保存及び奨励金の交付に関する要綱 
  
 
 

生ごみ処理容器使用促進奨励金交付要綱 
集団資源回収促進奨励金交付要綱 
集団資源回収事業者推進協力会補助金交付要綱 
集団資源回収事業者奨励金交付要綱 
 
交通安全対策推進団体補助金交付要綱 
消費生活改善推進事業費補助金交付要綱 
 
生垣設置補助金交付要綱 
土地区画整理組合等補助金交付要綱 
 
都市空地景観整備事業補助金 
町内循環バス運行経費等補助金交付要綱 
 
 
 
生活保護世帯水洗便所改造費補助金交付要綱 
緑の保全・保存会等補助金交付要綱 
公園愛護会に対する報償金交付要領 
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協定
項目 

１８ 補助金、交付金等の取扱い 

分類    上福岡市 大井町

補
助
金
交
付
要
綱
等
の
現
況 

教育 私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱  
教育研究事業補助金交付要綱  
小・中学校児童・生徒派遣費補助金交付要綱 
 
小・中学校開校記念事業補助金交付要綱  
 
 
 
 
 
 
地域スポーツ振興事業補助要綱  
スポーツ関係事業補助金交付要綱  
文化財保存事業等補助要綱  
   

私立幼稚園等就園奨励費補助金交付要綱 
小・中学校教職員教育振興事業補助金交付要綱 
小・中学校児童・生徒校外活動費補助金交付取扱
い基準 
 
各種競技関東・全国大会出場選手激励金支給取扱
い基準 
社会教育関係団体育成費補助金交付要綱 
明るい未来を作る町民大会実行委員会補助金交
付要綱 
町民カレッジ大井奨学補助金交付要綱 
社会体育関係団体育成費補助金交付要綱 
 
文化財保護保存事業費補助金交付要綱 
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協定
項目 

１８ 補助金、交付金等の取扱い 

分類    上福岡市 大井町

補
助
金
交
付
要
綱
等
の
現
況 

産業 農政振興事業費補助金交付要綱  
 
生産調整推進対策事業費補助金交付要綱  
農業くろつけ機購入補助金交付要綱 
 
 
 
 
 
 
商工業振興事業費補助金交付要綱   
商店街環境施設及び基盤整備事業補助金交付要
綱  
公衆浴場近代化設備資金補助金交付要綱 
労働団体福祉活動補助金交付要綱  
 
 
 
愛される商店街活動推進事業補助金交付要綱 
不況対策関連融資利子補給金交付要綱  
 
小売店舗出店等の調整に関する要綱  
勤労者福祉共済事業補助金交付要綱  
ふるさと産業まつり事業補助金交付要綱 
観光協会補助金交付要綱  
小口融資保証料補助金及び利子補給金交付要綱 
商工会補助金交付要綱  

農業振興事業補助金交付要綱 
農業団体育成補助金交付要綱 
 
土壌病害虫防除推進事業費補助金交付要綱 
堆肥作りの推進及び土壌診断補助基準 
緑肥作物推進事業補助金交付要綱 
農業近代化施設資金利子補給要綱 
農業災害対策事業補助金交付要綱 
農業後継者媒酌人褒賞規定 
 
商店街環境施設整備等補助金交付要綱 
 
 
労働行政推進団体育成補助金交付要綱 
中小企業近代化事業等補助金交付要綱 
中小企業従業員定期健康診断料補助金交付要綱 
中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱 
街づくり推進事業補助金交付要綱 
不況対策資金融資利子補給金交付要綱 
不況対策資金融資あっせん規則 
大型店進出対策等融資利子補給金交付要綱 
 
産業祭補助金交付要綱 
おおい祭り補助金交付要綱 
 
小口融資保証料補助規則 
商工会運営費補助金交付要綱 

 



協議事項⑪ 

協定項目 １９ 

 

 

行政連絡機構の取扱い（案） 

 

 

 

協 議 の 経 緯 

提 案 合併協議会第２回会議 平成１６年１２月 １日 

協 議 合併協議会第２回会議 平成１６年１２月 １日 

確 認 合併協議会第 回会議 平成１６年  月  日 

 

 

上福岡市・大井町法定合併協議会 
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  協定項目 １９ 行政連絡機構の取扱い

調整方針 
（案） 

行政連絡機構については、当面現行のと
おりとし、合併後に、町会・自治会等住民
組織と協議するものとする。 

課 題 
問題点 

現在、両各市町で行政連絡機構のあり方に違いがあ
り、合併までに統一することは困難なので、新市にな
ってから、各自治組織の意向を聞きながら検討する必
要がある。 

現況    上福岡市 大井町

名称   上福岡市自治会連合会 大井町町会連合会

自治会等の数   ２８自治会・町内会 ２５町会

組織   会長、副会長により組織 町会長により組織

市町との関係事業

上福岡市の行政連絡区の区域等を定める規
則により、市報等の配付、各種委員等の推薦、
連絡区内の住民との連絡等の行政事務に協力
する自治会・町内会に報償金を交付。 
 市報等の配付については、平成１４年４月
１日より、自治会で配付（１７自治会）と市
で配付（シルバー人材センターに委託 １１
自治会）する方式となった。 

・２市２町合同防災訓練 
・ごみゼロ運動 
・町民体育祭 
・委員等の選出 
・その他の事業 

 



協議事項⑫ 

協定項目 ２０ 

 

町・字名の取扱い（案） 

 

 

 

 

協 議 の 経 緯 

提 案 合併協議会第２回会議 平成１６年１２月 １日 

協 議 合併協議会第２回会議 平成１６年１２月 １日 

確 認 合併協議会第 回会議 平成１６年  月  日  

 

上福岡市・大井町法定合併協議会 

86



協定項目 ２０ 町・字名の取扱い 

調整方針 

（案） 

上福岡市及び大井町の町字名は、現行のと

おりとする。ただし、同一又は類似町字名は、

１市１町の長が協議して定める。また、住所

の名称から「大字」を除く。 

課 題 

問題点 

①同一の町字名が存在する。 

②大字を除くことにより表示の簡略化を図

る。 

現  況  上福岡市 大井町  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池上
いけがみ

  上野台
うえのだい

1 ～3 丁目 上ノ原
うえのはら

1 ～3 丁目 

大原
おおはら

1 ～2 丁目 霞ヶ丘
かすみがおか

1 ～3 丁目 上福岡
かみふくおか

1 ～6 丁目 

大字川崎
かわさき

 川崎
かわさき

1 ～2 丁目 北野
き た の

1 ～2 丁目 

清見
き よ み

1 ～4 丁目 駒
こま

西
にし

1 ～3 丁目 大字駒
こま

林
はやし

 

新駒
しんこま

林
はやし

1 ～4 丁目 新田
しんでん

1 ～2 丁目 水宮
すいぐう

 

滝
たき

1 ～3 丁目 中央
ちゅうおう

1 ～2 丁目 築地
つ き じ

1 ～3 丁目 

仲
なか

1 ～3 丁目 中ノ島
なかのしま

1 丁目 大字中
なか

福岡
ふくおか

 

中丸
なかまる

1 ～2 丁目 長宮
ながみや

1 ～2 丁目 西
にし

1 ～2 丁目 

西原
にしはら

1 ～2 丁目 花ノ木
は な の き

1 ～2 丁目 大字福岡
ふくおか

 

福岡
ふくおか

1 ～3 丁目 福岡
ふくおか

新田
しんでん

 富士見
ふ じ み

台
だい

 

本新田
ほんしんでん

 松山
まつやま

1 ～2 丁目 丸山
まるやま

 

南台
みなみだい

1 ～2 丁目 武蔵野
む さ し の

 元
もと

福岡
ふくおか

1 ～3 丁目 

谷田
や た

1 ～2 丁目   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旭
あさひ

1 丁目  市沢
いちさわ

1 ～3 丁目 うれし野
の

1 ～2 丁目

大字大井
お お い

 大井
お お い

1 ～2 丁目 大字亀
かめ

久保
く ぼ

 

亀
かめ

久保
く ぼ

1 ～4 丁目 桜ヶ丘
さくらがおか

1 ～3 丁目 中央
ちゅうおう

1 ～4 丁目 

鶴ヶ岡
つるがおか

1 ～5 丁目 鶴
つる

ケ舞
まい

1 ～3 丁目 大字苗間
な え ま

 

苗間
な え ま

1 丁目  大字西鶴ヶ岡
にしつるがおか

西鶴ヶ岡
にしつるがおか

1 ～2 丁目

東久保
ひがしくぼ

1 丁目 緑ケ丘
みどりがおか

1 ～2 丁目 大字武蔵野
む さ し の

 

ふじみ野 1～4 丁目   
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参考資料 

町・字名の取扱い 

 

１ 町・字の取扱いに関する法令 
（地方自治法） 

第２６０条 政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町若し

くは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若

しくはその名称を変更しようとするときは、市町村長が当該市町村の議会の議

決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告

示しなければならない。 

３ 第１項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項

の規定による告示によりその効力を生ずる。 

 

２ 合併事例地における同一又は類似の町字名の取扱い 
新市名 関係市町 調整方針 

ひたちなか市 勝田市 

那珂湊市 

（中央）勝田市中央町   →勝田中央町 

    那珂湊市中央○丁目→湊中央○丁目 

（泉町）勝田市泉町    →勝田泉町 

    那珂湊市泉町   →湊泉町 

西東京市 田無市 

保谷市 

（本町）田無市本町    →西東京市田無町 

    保谷市本町    →西東京市保谷町 

さいたま市 浦和市 

大宮市 

与野市 

（仲町）浦和市仲町○丁目 →浦和仲町○丁目 

大宮市仲町○丁目 →大宮仲町○丁目 

（塚本）浦和市大字塚本  →大字浦和塚本 

大宮市大字塚本  →大字大宮塚本 

（昭和）浦和市大字昭和  →大字浦和昭和 

大宮市大字昭和  →大字大宮昭和 

丹波市 柏原町 

氷上町 

青垣町 

春日町 

山南町 

市島町 

大字の設定区域は現行のとおりとし、すべての区域

において、現大字名の前に現町名を付し、大字名を変

更する。 

静岡市 静岡市  

清水市   

静岡市は変更なし 

清水市は、すべての町字の前に「清水」が入る。 
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協議事項⑬ 
 

協定項目 ２１ 
 
 

 

慣行の取扱い（案） 
 
 
 
 
 

協 議 の 経 緯 

提 案 合併協議会第２回会議 平成１６年１２月 １日 

協 議 合併協議会第２回会議 平成１６年１２月 １日 

確 認 合併協議会第 回会議 平成１６年  月  日 
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協定項目   ２１ 慣行の取扱い

調整方針 
（案） 

 市町章、憲章、花木鳥などの慣行について
は、新市において検討するものとする。 
 ただし、従来の実績等を勘案し、新市に引
き継ぐべきものについては、新市において継
続するものとする。 

課 題 
問題点 

 成人式や敬老会、まつり等、その他の行事
については、地域のコミュニティや伝統文化
との結びつきが強い場合もあるが、統一する
ものはできるだけ早く統一するとともに、引
き継ぐべきものは、新市において継続するも
のとする。 

現  況 上福岡市  大井町   
名称   市章 町章

制定年月日   昭和３９年１０月９日 昭和４６年１１月３日
市
町
章 由来 

 上福岡市の「福」をカタカナにしてデザイ
ン化したもの。「フ」と「ク」の上部に向かう
延長線上に、市の未来発展と市民一人ひとり
のしあわせを願う気持ちがこめられている。

 「大い」の二字を意匠化。将来、町の躍進
発展を羽ばたく鳥にかたどり、円をもって住
民の円満を象徴した。 

名称 上福岡市市民憲章 大井町民憲章 
制定年月日   昭和５７年４月１０日 昭和６１年１１月３日

憲
章 

由来 

 美しい緑と、水清い武蔵野の一角に位置す
る上福岡市は、歴史と伝統を守りながら、住
みよく、生きがいのある近代都市として、大
きく飛躍しようとしています。 
 わたくしたちは、近隣市町村との変わらぬ
友好と協調を保ち、さらによい郷土を築くた
めに、市民の総意をもって、ここに市民憲章
を定めます。 

 わたくしたちは、武蔵野の恵まれた自然と
歴史ある郷土を愛し、ひとりひとりを大切に
する明るく住みよい平和なまちをつくるた
め、ここに道しるべとして憲章を定めます。
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   協定項目 ２１ 慣行の取扱い

現  況 上福岡市  大井町   

宣  言 
「上福岡市非核平和都市宣言」  「緑と平和の都市宣言」

「人権擁護都市宣言」 
 

名   コスモス ききょう

制定年月日 昭和５７年４月１０日  昭和５５年１月１日

花 

由来 

 豊かなうるおいのあるまちをつくるため制
定。 
 秋桜と書くように、秋風が吹く中に白から
紅色までの可憐な花を咲かせます。花ことば
は純潔。コスモスの名の響きは、宇宙の意味
もイメージさせるすてきな花です。 

 大井町に昔から多く自生し、戦国期後、北
城時代の町の古文書にも登場した。町の歴史
にゆかりの深い花ということで制定。 

名   キンモクセイ もくせい
制定年月日   昭和５７年４月１０日 昭和５５年１月１日

木 
由来 

 豊かなうるおいのあるまちをつくるために
制定。 
 秋に、甘い香りをまちに漂わせる香りの木
の代表。黄金色の小さな花を枝いっぱいに咲
かせ、みごとに木を染め上げます。花言葉は、
気品・高潔。 

 もくせいは公害に弱い木のため、公害のな
いまちづくり、もくせいの花咲く町づくりを
したいという願いをこめて制定。 

名   シジュウカラ おなが
制定年月日   平成 5 年 1 月 2 0 日 昭和 5 5 年 1 月 1 日

市 
町
の
花 
・ 
木 
・ 
鳥 

鳥 

由来  自然愛護思想の普及に資するため、市の鳥
を制定。 
 「ツツピー、ツツピー」と高く澄んだ声で
鳴き、１年中、新河岸川や公園のほか、庭先
でもその姿が見られます。胸の黒いネクタイ
状の模様が特徴。 

 雑木林や屋敷林に生息する雑食性の益鳥で
都市化する大井町にふさわしい鳥。おながの
強い生命力と団結心に大井町の連帯感を重ね
合わせて制定。 

 

 



協議事項⑭ 
 

協定項目 ２４ 

 

清掃事業の取扱い（案） 
 
 
 
 
 

協 議 の 経 緯 

提 案 合併協議会第２回会議 平成１６年１２月 １日 

協 議 合併協議会第２回会議 平成１６年１２月 １日 

確 認 合併協議会第 回会議 平成１６年  月  日 
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協定項目   ２４ 清掃事業の取扱い

調整方針 
（案） 

１ ごみの収集方法（分別）及び収集回数については、処理施設の整備状況及び
集積場の状況、収集方法の周知などの課題から、当面現行のとおりとし、新市
において作成する一般廃棄物処理計画に基づき調整する。 
２ ごみの処理・処分手数料については、上福岡市の例による。 
３ 申請手数料については、大井町の例による。 

課 題 
問題点 

 ごみの収集方法、収集
回数について、処理施設
の整備状況等により差
異が見られる。 
 

上福岡市  大井町   
現  況 

分    別 収集回数 分     別 収集回数  

ごみの収集方法
（分別）及び収
集回数 

１０種１８分別 
 
１ もえるごみ 
２ 粗大ごみ 
３ もえないごみ 
４ 有害ごみ 
   乾電池・蛍光管・バッテリー・スプレ

ー缶・ライター 
５ 容器包装以外のプラスチック類 
６ かん 
７ びん 
８ ペットボトル 
９ 古紙類 

新聞紙・チラシ・雑誌類・段ボール・
布類・紙パック 

1 0  容器包装プラスチック類 

 
 

週 ２ 回
隔  週
隔  週
隔  週

 
 

隔  週
隔  週
隔  週
隔  週
隔  週

 
 

週 １ 回

６種２１分別 
 
１ 可燃物 
２ 粗大ごみ 
３ 不燃物 
４ 有害ごみ 
５ 資源ごみ 

新聞紙・雑誌類 
ダンボール・紙パック・布類・生び
ん・透明びん・茶色びん・その他び
ん・アルミ缶・スチール缶・その他
缶 
ペットボトル 
トレー（白色のみ） 
発泡スチロール 

６ プラスチック類 
   やわらかいもの 
   かたいもの  

 
 

週 ２ 回
４週１回
４週１回
４週１回
週 １ 回

 
 
 
 
 
 
 
 

隔   週
 
 

 

ごみ集積所数  ２，１２９ヶ所 １，２１４ヶ所  
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協定項目 ２４ 清掃事業の取扱い

現  況 上福岡市  大井町   

粗大ごみ処理手数料 無  料 無  料  

一般ごみ 無  料 
４０kg 未満無料 
４０kg 以上は 
１２０円＋１㎏当たり３円 

 持
ち
込
み
ご
み
処

分
手
数
料 

事業系ごみ 

 
１０㎏当たり１００円 
 

２０㎏まで２００円 
２０㎏を増すごとに２００円 

 

 
運搬処理      該当無し 

 
運搬処理（一体につき） 

    ２，０００円 処理手数料 
（動物の死体）   

処理のみ（一体につき） 
    １，０００円 

 
処理のみ（一体につき） 

    １，０００円 

 

一般廃棄物処理業許可申請
手数料 

 
1 件につき    

    ３，０００円 

 
1 件につき    

    ５，０００円 

 

一般廃棄物処理業許可証再
交付申請手数料 

 
1 件につき 

    １，５００円 

 
1 件につき 

    ３，０００円 

 



協議事項⑮ 

協定項目 ２６① 

 

 

電算システム事業の取扱い（案） 

 

 

 

協 議 の 経 緯 

提 案 合併協議会第２回会議 平成１６年１２月 １日 

協 議 合併協議会第２回会議 平成１６年１２月 １日 

確 認 合併協議会第 回会議 平成１６年  月  日 

 

上福岡市・大井町法定合併協議会 
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協定項目 ２６① 電算システム事業の取扱い

調整方針 
（案） 

 電算システム事業は、住民生活に支障を来さ
ぬよう合併時に統合を図るものとする。 
 ただし、合併時に必ずしも統合を要しない単
独処理業務システムは、新市において調整す
る。 

課 題 
問題点 

 電算システムの統合は、時間がかかる
上に、経費も必要となるので、十分な準
備と専門的な検討が必要となる。 

現況     上福岡市 大井町
区分 業務内容    常駐者 業務内容 常駐者

直営 計算センターの管理運営 ２人 情報処理係の運営・管理及び情報推進 ２人 
委託 開発処理業務全般 ５人 開発処理業務全般 ５人 

 

ホストコン
ピュータの
機種 

N E C  パラレル 
A C O S 4 ／ P X － 7 6 0 0 ／ 8 S V  

N E C  パラレル  
A C O S ／ P X ― 7 6 0 0  

 

使用 O S  A C O S －4 ／N P X  R 3 .1 1  A C O S －4 ／N P X  R 1 .1 3   

導入年月日 平成 1 3 年 5 月 1 日  平成 1 1 年 5 月  

オンライン用機器  オンライン用機器
システム名 

名称 台数  
システム名 

名称 台数  
 

住民記録オンライン  基幹系サーバ 3  住民税  
N E C  M A T E  N X  M A 4 0

D C L G M B 6 3   1 1   

税務オンライン    固定資産税  
N E C  V e rs a p ro  N X  V A 3 0

D W X G A B 4 5  1 7   

国保オンライン    国民健康保険税  
N E C  V e rs a p ro  N X  V A 4 6

H W X T A A 6 7  5   

年金オンライン    国民健康保険税給
付  

N E C  M A T E  N X  M A 3 5
D C L G M B 6 3  2   

健 康管理オンライン    軽自動車税  
N E C  V e rs a p ro  N X  
V A 2 6  D W X G A B 4 5  1   

介 護保険オンライン    法人町民税  
N E C  V e rs a p ro  N X  V A 3 3  

D W X J A C 4 6  1   

 情報系サーバ 6  収納管理    
 

住
民
情
報
系
電
算
業
務 

処
理
業
務
（
シ
ス
テ
ム
）
名 

      
 

 



協議事項⑯ 
    

協定項目 ２６② 

 

 

広報広聴関係事業の取扱い（案） 
 
 
 
 
 

協 議 の 経 緯 

提 案 合併協議会第２回会議 平成１６年１２月 １日 

協 議 合併協議会第２回会議 平成１６年１２月 １日 

確 認 合併協議会第 回会議 平成１６年  月  日 

 
 
 

上福岡市・大井町法定合併協議会 
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協定項目  ２６② 広報広聴関係事業の取扱い

調整方針 
（案） 

 広報広聴事業については、次のとおり取り扱うものと
する。 
① 広報紙の発行は、現行と同様に月１回とする。 
② その他の広報事業については、合併時に統合し、引
き続き情報の提供に努める。 

③ 提案制度等の広聴事業については、合併後速やかに
充実を図る。 

④ 相談業務は、現行の業務を実施できるよう調整する。

課 題 
問題点 

 広 報紙の発行回数は
月１回と同一だが、印刷
業者から住民への配布
方法に違いがある。 

現  況 上福岡市  大井町   

名称   市報「コスモス」 広報「おおい」

月間発行回数   １回 １回

発行日   毎月１日 毎月１日

住民 
印刷業者→宅配業者→自治会配布員・シ
ルバー人材センター→全戸配布 

印刷業者→広報配布員（委託契約）→全戸
配布 

配
布
方
法 

その他   駅、公共施設 駅、警察、郵便局、銀行

名称   かみふくおか議会だより おおい町議会だより

発行回数   年４回 年 4 回

発行日   定例会終了後の翌月の末日 議会終了後の翌月１５日

広
報
紙 

配布方法等  市報「コスモス」と同様
印刷業者→シルバー人材センター→全戸配
布 

 

広報システム  広報板５４箇所・声の広報
広報板８０箇所・点字広報・音声朗読テー
プ 

 

広
報
事
業 

ケーブル T V の活
用 

なし  なし  
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協定項目  ２６② 広報広聴関係事業の取扱い

現  況 上福岡市  大井町   
名称   上福岡市ホームページ 大井町ホームページ

開設年月日   平成１２年７月２８日 平成１３年７月１５日

ホームページ作
成・更新業務 

各担当課職員により随時更新を行い、
サーバへのアップロード作業は、情報
推進室職員が行う 

更新は月２回（委託） 

月平均 
アクセス件数 

約３，８００件  約４，５００件

情報内容 
市勢概要、窓口案内、イベント情報、
広報 

町勢概要、窓口案内、イベント情報、施
設情報、広報、議会情報 

広
報
事
業 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
開
設
・
利

用
状
況 

意見交換の有無   有（市長への手紙） 有

 

名  称 市長への手紙  ホームページ「町政への提案」  

概  要 
市民の意見、要望などを市長に直接

伝えて、１か月以内に差出人に回答す
る。 

 ホームページを通して、町への意見・
提案を受け付け、担当課から回答する。  

名  称 市長面会  意見提案箱「みなさまの声」  

概  要 
 市民団体と市長が、行政上のさまざ
まな問題について、意見交換をする
場。市民団体の申し出により開催。 

 役場、中央公民館に意見提案箱を設置
し、町民に投函してもらう。  

名  称 まちづくり人材登録制度 
 

 

広
聴
事
業 

広
聴
シ
ス
テ
ム 

概  要 
附属機関への参画希望市民の登録及
び活用 
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協定項目  ２６② 広報広聴関係事業の取扱い

現  況 上福岡市  大井町   
名称   法律相談 無料法律相談

実施日時
毎週月曜日 

午前１０時～午後３時 
月２回 

相談場所 市民相談室  役場

名称   法律・身の上相談

実施日時
月第１，３，５木曜 
午前１０時～午後３時 

 

相談場所 市民相談室  

名称   人権相談 人権相談

実施日時
月第２，４木曜 

午前１０時～午後３時 
月２回 

相談場所 市民相談室  役場

名称   行政相談 行政相談

実施日時
第１，２金曜、第３月曜 
午前１０時～午後３時 

月２回 

相談場所 市民相談室  役場

名称   消費生活相談 消費生活相談

実施日時
毎週月・火・木・金曜日 
（午前１０時～午後４時） 

毎週月曜日、木曜日 

相談場所 市役所  役場

名称   内職相談 内職相談

実施日時
毎週火・金曜日 

（午前１０時～午後４時） 
毎週火曜日 

広
聴
事
業 

相
談
事
業 

相談場所 市役所  役場
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協定項目  ２６② 広報広聴関係事業の取扱い

現  況 上福岡市  大井町   
名称   教育相談 教育相談

実施日時
月～金（祝日除く） 

（午前１０時～午後５時） 
月曜日から金曜日 

相談場所 教育相談室  役場

名称   健康相談 健康相談
実施日時 毎週月曜日（午前９時３０分～１１時）  毎週月曜日
相談場所 保健センター  保健センター

名称   外国籍市民生活相談（H １４．４～） 外国人生活相談
実施日時 毎週火、水曜日（午後１時～４時）  毎週月、金曜日

相談場所 N P O ふじみの国際交流センター  N P O ふじみの国際交流センター

名称   地域子育て相談 子育て相談

実施日時
電話：月・水曜日、面接：火・金曜日（１
０時～正午,午後２時～４時) 

毎週水曜日 

相談場所 地域子育て支援センター  風の里保育園

名称   家屋修繕・改築相談 建築相談
実施日時 毎週金曜日（午前１０時～正午）  第４金曜日
相談場所 市役所  役場

名称   労働相談

実施日時
月第１月曜 

（午前１０時～午後３時） 
 

相談場所 市民相談室  

名称   税務相談 納税相談

実施日時
毎月１回（１１日） 

（午前１０時～午後３時） 
おおむね最終日曜日 

（午前８時３０分～午後５時） 

広
聴
事
業 

相
談
事
業 

相談場所 市役所  役場
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  協定項目 ２６② 広報広聴関係事業の取扱い

現  況 上福岡市  大井町   

名称   困りごと相談 心配ごと相談

実施日時
月第 3 金曜 

午前１０時～午後３時 
毎週水曜日 

午後１時～午後 3 時 

相談場所 市民相談室  社会福祉協議会

名称   家庭児童相談 さわやか相談
実施日時 毎週月～金曜日（９時～午後４時）  月曜日から金曜日
相談場所 家庭児童相談室  大井中、大井西中

名称   知的障害児・者相談
実施日時   随時
相談場所   相談員宅

名称   身体障害児・者相談
実施日時   随時
相談場所   福祉課内

名称   スクールカウンセラー

実施日時   週１回

相談場所   大井中、大井西中

名称   児童生徒不登校支援

実施日時   月曜日から金曜日

相談場所   大井西中

名称   国民年金相談
実施日時   月曜日から金曜日

広
聴
事
業 

相
談
事
業 

相談場所   住民課

 


